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担
当

府
省

名
 

厚
生
労
働
省
 

テ
ー

マ
等

 
医
薬
品
に
係
る
国
民
負
担
の
軽
減
 

指
摘

事
項

 

・
①

現
在
の
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
シ
ェ
ア
の
目
標
を
早
急
か
つ
大
胆
に
引
き
上
げ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

・
後
発

医
薬

品
の

利
用

促
進

を
図
る

た
め

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

と
し
て

、
例

え
ば

後
期

高
齢

者
医

療
支
援

金
の

加
算

・
減

算
制

度
の

基
準
に

後
発

医
薬

品
の

使
用

割
合

も
用
い

る
な

ど
、

②
保
険

者
単

位
で
の
後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
に
応
じ
た
公
費
支
援
の
仕
組
み
を
導
入
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

・
③

差
額
通
知
制
度
の
促
進
を
徹
底
し
、
国
民
の
間
に
後
発
医
薬
品
の
使
用
が
原
則
と
の
意
識
を
醸
成
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

・
④

生
活
保
護
受
給
者
へ
の
医
療
扶
助
に
当
た
っ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
原
則
と
し
、
先
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
に
は
後
発
医
薬
品
と
の
差
額
を
自
己
負
担
と
す
る
こ
と
を
検
討
す
る

と
と
も
に
、
⑤

自
衛
官
、
国
家
公
務
員
共
済
、
地
方
公
務
員
共
済
、
矯
正
施
設
、
留
置
施
設
に
関
し
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
率
の
把
握
・
公
表
及
び
使
用
の
徹
底
に
早
急
に
取
り
組
む
べ
き

で
は
な

い
か
。

更
に

、
よ

り
根

本
的

な
対
応

と
し

て
は

、
⑥

後
発
医

薬
品

と
先

発
医

薬
品

と
の

差
額

を
自

己
負
担

と
す

る
な

ど
保

険
者

制
度

、
組
織

、
主

体
の

如
何

に
関

わ
ら

ず
、
後

発
医

薬
品

の
使

用
の
原

則
化
を
検
討
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

個
別
項
目

 
平

成
2
7
年

度
政

府
予

算
案

閣
議

決
定
時

ま
で
に
決
定
・
実
施
し
た
内
容
 

①
現

在
の

「
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
」

に
お

け
る

後
発

医
薬

品
シ

ェ
ア

の
目

標
を

早
急

か
つ

大
胆
に
引
き
上
げ
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

 
平
成

2
6
年
度
予
算
事
業
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
検
証
検
討
事
業
」
に
お
い
て
、
後
発
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
や
都
道
府
県
に
お
け
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
調

査
等
を
行
う

と
と
も
に
、
国
内
や
諸
外
国
の
後
発
医
薬
品
の
シ
ェ
ア
や
後
発
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
の
供
給
能
力
を
把
握
す
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
目
標
の
引
き
上
げ
や

達
成
時
期
の

前
倒
し
に
つ
い
て
も
判
断
し
て
い
く
。
 

後
発

医
薬

品
の

利
用

促
進

を
図

る
た

め
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
と

し
て

、
例

え
ば

後
期

高
齢

者
医

療
支

援
金

の
加

算
・

減
算

制
度

の
基

準
に

後
発

医
薬

品
の

使
用

割
合

も
用

い
る

な
ど

、
②

保
険

者
単

位
で

の
後

発
医

薬
品

の
使

用
割

合
に

応
じ

た
公

費
支

援
の

仕
組
み
を
導
入
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

 
医
療
保
険
者
が
実
施
す
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
（
レ
セ
プ
ト
・
健
診
等
の
デ
ー
タ
分
析
に
基

づ
く
保
健
事
業
）
の
取
組
の
中
で
、
差
額
通
知
の
促
進
等
を
通
じ
て
引
き
続
き

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
を
図
っ
て
い
く
。
ま
た
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
加
算
・
減
算
制
度
の
指
標
に
後
発
医
薬
品
の
使
用
割
合
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
平

成
2
7
年
の
医
療
保
険
制
度
改
革
の
中
で
検
討
を
行
っ
て
い
く
。
 

③
差

額
通

知
制

度
の

促
進

を
徹

底
し

、
国

民
の

間
に

後
発

医
薬

品
の

使
用

が
原

則
と

の
意
識
を
醸
成
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

④
生

活
保

護
受

給
者

へ
の

医
療

扶
助

に
当

た
っ

て
は

、
後

発
医

薬
品

の
使

用
を

原
則

と
し

、
先

発
医

薬
品

を
使

用
す

る
場

合
に

は
後

発
医

薬
品

と
の

差
額

を
自

己
負

担
と

す
る
こ
と
を
検
討
す
る

と
と
も
に
、
 

 
生
活
保
護
に
お
い
て
は
、
平
成

26
年
時
点
の
後
発
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア
は
、
6
1.
0%
（
医
療
全
体
の
＋

6.
5%
）
と
な
り
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
目
標
値
を
達
成
し
た
が

、
一
方
で
自
治
体
間
で
バ
ラ
ツ
キ
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
平
成

2
7
年
度
以
降
、
数
量
シ
ェ
ア
が
一
定
割
合
以
下
の
自
治
体
に
お
い
て
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
の
取
組

を
定
め
た
計

画
を
策
定
し
、
一
層
の
使
用
促
進
に
取
り
組
む
。
 

 
ま
た
、
差

額
の
自
己
負
担
に
つ
い
て
は
、
医
療
全
体
に
お
け
る
対
応
も
踏
ま
え
今
後
検
討
。
 

平
成

2
6
年

に
お

け
る

「
秋

の
レ

ビ
ュ
ー

」
の

指
摘
事
項

に
対
す

る
各

府
省
の
対

応
状
況

（
平

成
2
7
年

１
月

2
6
日

時
点

）
【

簡
略

抜
粋

版
】
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⑤
自

衛
官

、
国

家
公

務
員

共
済

、
地

方
公

務
員

共
済

、
矯

正
施

設
、

留
置

施
設

に
関

し
て

は
、

後
発

医
薬

品
の

使
用

率
の

把
握

・
公

表
及

び
使

用
の

徹
底

に
早

急
に

取
り
組
む
べ
き

で
は
な
い
か
。

 
 
 

 
 

 
 

 
 

【
自
衛
官
】
（
防
衛
省
）
 

 
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
い
て
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
使
用
状
況
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
、
「
自
衛
隊
病
院
等
後
発
医
薬
品
採
用
リ
ス
ト
」
の
活
用
及
び
原

則
、
医
薬
品
の
購
入
時
に
は
一
般
競
争
入
札
を
採
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
現
在
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
今
後
も
引
き
続
き
、
診
療
へ
の
影
響
並
び
に
在
庫
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
な
る
後
発
医
薬
品
の
採
用
の
促
進
に
努
め
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
平
成
２
７
年
度
概
算
要
求
の
積
算
に
際
し
、
直
近
（
平
成
２
５
年
度
）
の
使
用
実
績
が
大
き
か
っ
た
医
薬
品
等
を
対
象
に
、
平
成
２
７
年
度
中
に
後
発
医
薬
品
化
へ
の

移
行
努
力
が
可
能
で
あ
る
品
目
を
見
込
む
こ
と
に
よ
り
、
削
減
可
能
な
金
額
（
△
１
６
７
百
万
円
）
を
控
除
し
、
要
求
額
を
抑
制
し
た
。
 

【
国
家
公
務
員
共
済
】
（
財
務
省
）
 

 
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
に
お
い
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
率
の
把
握
・
公
表
に
つ
い
て
、
全
保
険
者
を
対
象
と
し
た
後
発
医
薬
品
使
用
率
把
握

の
た
め
の
厚
労
省
の
シ
ス
テ
ム
開
発
の
予
定
等
を
見
極
め
つ
つ
、
平
成

2
7
年
度
に
シ
ス
テ

ム
開
発
を
行
い
、
平
成

28
年
度
か
ら
把
握
す
る
方
向
で
検
討
を
行
っ
て
い
る
。 

 
後
発
医
薬
品
の
使
用
の
徹
底
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
に
対
す
る
積
極
的
な
広
報
活
動
な
ど
を
共
済
組
合
の
平
成

2
7
年
度
の
事
業
計
画
・
予
算
に
盛
り
込
む
よ
う
指
導

す
る
予
定
で
あ
る
。
 

【
地
方
公
務
員
共
済
】
（
総
務
省
）
 

 
多
く
の
地
方
公
務
員
共
済
組
合
に
お
い
て
は
、
一
定
額
以
上
の
効
果
が
出
る
者
を
対
象

と
し
た
後
発
医
薬
品
差
額
通
知
や
通
知
を
行
っ
た
際
の
効
果
測
定
を
実
施
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
一
部
の
組
合
で
は
、
独
自
に
後
発
医
薬
品
の
使
用
率
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
 

 
今
後
の
取
組
の
推
進
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
指
導
し
て
い
く
と
と
も
に
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
全
保
険
者
を
対
象
と
し
た
厚
生
労
働
省
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
開
発
の
内

容
等
を
見
極
め
つ
つ
、
速
や
か
に
後
発
医
薬
品
の
使
用
率
把
握
の
た
め
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
う
方
向
で
検
討
す
る
。
 

【
矯
正
施
設
】
（
法
務
省
）
 

 
矯
正
施
設
に
お
け
る
後
発
医
薬
品
の
使
用
率
の
把
握
・
公
表
に
つ
い
て
は
、
既
に
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。
 

 
な
お
、
矯
正
施
設
に
収
容
し
て
い
る
被
収
容
者
は
、
国
が
強
制
的
に
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
診
療
等
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
費
で
賄
っ
て
い

る
た
め
、
被
収
容
者
が
使
用
す
る
医
薬
品
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
既
に
商
品
名
で
は
な
く
一
般
名
で
調
達
し
、
安
価
な
医
薬
品
の
購
入
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
 

【
留
置
施
設
】
（
警
察
庁
）
 

 
各
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
平
成
２
７
年
度
予
算
の
執
行
に
お
い
て
、
各
留
置
施
設
に

お
け
る
後
発
医
薬
品
の
使
用
の
促
進
に
取
り
組
む
こ
と
を
指
示
す
る
予
定
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
使
用
状
況
の
把
握
・
公
表
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。
 
 

 
既
に
１
５
都
道
府
県
の
留
置
施
設
に
お
い
て
後
発
医
薬
品
の
利
用
を
導
入
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
４
県
で
も
一
部
の
大
型
留
置
施
設
等
に
お
い
て
導
入
し
て
い
る
。
 

更
に

、
よ

り
根

本
的

な
対

応
と

し
て

は
、

⑥
後

発
医

薬
品

と
先

発
医

薬
品

と
の

差
額

を
自

己
負

担
と

す
る

な
ど

保
険

者
制

度
、

組
織

、
主

体
の

如
何

に
関

わ
ら

ず
、

後
発

医
薬
品
の
使
用
の
原
則
化
を
検
討
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

 
後
発
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
い
て
後
発
医
薬

品
の
使
用
促
進
策
の
影
響
を
調
査
・
検
証
し
、
平
成
２
８
年
診
療
報
酬
改
定
時

に
必
要
な
対
応
を
行
う
。
 

 
そ
の
中
で
、
後
発
医
薬
品
と
先
発
医
薬
品
と
の
価
格
差
に
関
し
て
は
、
平
成

2
6
年
度

診
療
報
酬
改
定
で
導
入
し
た
後
発
医
薬
品
上
市
後
、
一
定
期
間
経
過
し
た
先
発

医
薬
品
（
長
期
収
載
品
）
の
薬
価
を
引
き
下
げ
る
特
例
の
効
果
を
検
証
し
た
上
で
必
要
な

措
置
を
検
討
す
る
。
 

 
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
策
の
影
響
及
び
実
施
状
況
調
査
を
実
施
し
、
現
在
調
査
結
果

を
集
計
・
分
析
中
。
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担
当

府
省

名
 

厚
生

労
働
省
 

テ
ー

マ
等

 
安

心
・
信
頼
し
て
か
か
れ
る
医
療
の
確
保
に
関
す
る

事
業
（

後
発
医

薬
品
の

使
用

促
進

等
）
 

指
摘

事
項

 

①
後

発
医
薬
品
の
使
用
促
進
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お

け
る
目

標
値
の

引
き
上

げ
や

達
成

時
期

の
前
倒

し
を
行

い
、
先

発
品

の
薬

価
引

下
げ
等
を
進
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

②
こ

の
場
合
、

先
発
薬
と
後
発
薬
の
競
争
を
促
し
つ

つ
、
双

方
の
薬

価
を
下

げ
る

と
と

も
に

、
価
格

差
を
縮

小
さ
せ

る
こ

と
を

通
じ

、
医
療
費
の
国
民
負
担
を
下
げ
る
こ
と
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

。
 

③
こ

う
し
た
観
点
か
ら
、

後
発
品
の
数
量
シ
ェ
ア
の

引
上
げ

目
標
を

設
定
す

べ
き

で
は

な
い

か
。
 

④
市

販
品
と
同
一
の
有
効
成
分
の
医
療
用
医
薬
品
に

係
る
負

担
に
つ

い
て
は

、
公

的
医

療
保

険
の
対

象
外
と

す
る
等

に
よ

り
患

者
負

担
と
す
る
取
組
を
進
め
て
い
く
べ
き

で
は
な
い
か
。
 

個
別
項
目

 
事

業
改

善
の

対
応
状
況
 

（
平

成
27

年
度

予
算

概
算

要
求
へ
の
反
映
内
容
も
含
む
）
 

①
後

発
医
薬

品
の
使

用
促
進
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に

お
け

る
目
標

値
の
引

き
上
げ
や
達
成
時
期
の
前
倒

し
を

行
い

、
先

発
品
の

薬
価
引
下
げ
等
を
進
め
る
べ

き
 

・
「
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ

検
証
検

討
事
業

」
に

つ
い

て
、

年
度
内

に
は
調

査
完
了

の
予

定
。
 

・
後
発
品
が
薬

価
収

載
さ
れ

た
後

、
5
年

を
経

過
し

た
後
の

最
初
の

薬
価
改

定
以

降
に

お
い

て
、
後
発
品
置
換
え
率
が

6
0％

に
満
た
な
い
先
発
品
に
つ
い
て
、
置
き
か
え
率
に
応
じ
て
薬
価

を
2～

1.
5％

引
き

下
げ
る

ル
ー
ル

に
つ
い

て
診

療
報

酬
改
定

を
行
い

、
平
成

２
６

年
４

月
か
ら
実
施
し
て
い
る
。
 

②
先

発
薬
と

後
発
薬

の
競
争
を
促
し
つ
つ
、
双
方
の

薬
価

を
下
げ

る
と
と

も
に

、
価
格
差
を
縮
小
さ
せ
る

こ
と

を
通
じ

、
医

療
費

の
国
民
負
担
を
下
げ
る
こ
と

を
最

重
要
課

題
と
し

て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
 

・
後
発
品
が

薬
価
収

載
さ
れ

た
後

、
5
年

を
経

過
し

た
後
の

最
初
の

薬
価
改

定
以

降
に

お
い

て
、
後
発
品
置
換
え
率
が

6
0％

に
満
た
な
い
先
発
品
に
つ
い
て
、
置
き
か
え
率
に
応
じ
て
薬
価

を
2～

1.
5％

引
き

下
げ
る

ル
ー
ル

に
つ
い

て
診

療
報

酬
改
定

を
行
い

、
平
成

２
６

年
４

月
か

ら
実
施
し
て
い
る
。
 

・
初
め
て
収
載

さ
れ

る
後
発

品
の
薬

価
に

つ
い

て
は

、
先
発

品
の

7
割

（
10

品
目

を
超

え
る

内
用
剤
は

6
割
）
と
す
る
現
行
ル
ー
ル
を
見
直
し
、
先
発
品
の

6
割
（
10

品
目
を
超
え
る
内

用
剤
は

5
割

）
と
す

る
こ
と

に
つ
い

て
診

療
報

酬
改

定
を
行

い
、
平

成
２
６

年
４

月
か

ら
実

施
し
て
い
る
。
 

③
後

発
品
の

数
量
シ

ェ
ア
の
引
上
げ
目
標
を
設
定

す
べ

き
 

・
「
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ

検
証
検

討
事
業

」
に

つ
い

て
、

年
度
内

に
は
調

査
完
了

の
予

定
。
 

④
市

販
品
と

同
一
の

有
効
成
分
の
医
療
用
医
薬
品

に
係

る
負
担

に
つ
い

て
は

、
公
的
医
療
保
険
の
対
象

外
と

す
る
等

に
よ
り

患
者
負
担
と
す
る
取
組
を
進

め
て

い
く
べ

き
 

・
治
療
目
的
で

な
く

、
う

が
い

薬
の
み
が

処
方

さ
れ

る
場
合

に
つ
い

て
は

、
当
該

う
が

い
薬

に
係
る
処
方
料
等
を
算
定
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
診
療
報
酬
改
定
を
行
い
、
平
成
２
６
年
４
月

か
ら
実
施
し

て
い
る

。
 

  

平
成

2
5
年

に
お

け
る

「
秋

の
レ

ビ
ュ

ー
」
の

指
摘
事
項

に
対
す

る
各

府
省
の
対

応
状
況

（
平

成
2
6
年

1
1
月

６
日

時
点

）
【

簡
略

抜
粋

版
】
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1,243,493

計算式 X / Y 1,112,849/1 1,170,223/1 1,209,409/1 1,243,493/1

単位当たりコスト（１交付先保険者当たりの交付決定額）
＝Ｘ（交付決定額）／Ｙ（全国健康保険協会）

単位当たり
コスト 百万円 1,112,849 1,170,223 1,209,409

1,747

計算式 X / Y 3,370,251/1,887 3,234,603/1,881 3,239,582/1,881 3,285,169/1,881

単位当たりコスト（１交付先保険者当たりの交付決定額）
＝Ｘ（交付決定額）／Ｙ（国保保険者数）

単位当たり
コスト 百万円 1,786 1,720 1,722

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計 9,157,590 9,401,938

後期高齢者医療

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

27年度要求

全国健康保険協会 1,243,493 1,278,929 医療費の増加等によるもの

交付先保険者数（全国健康保険協会）

98,488

費　目 26年度当初予算

4,628,928 4,788,121

国民健康保険 3,285,169 3,334,888

億円

達成度

主な増減理由

26年度活動見込

(1) (1) (1) (1)

単位当たり
コスト

1

-

活動指標 単位 23年度

-

24年度 25年度

-

25年度
目標値

（　　年度）

3,056 -

-

-

8,399,249

％ - -

目標値 億円 -単年度収支（見込）額【全国健康保険協会】

成果実績

成果指標 単位 23年度 24年度

8,881,025

9,401,938

執行率（％） 100% 100% 100%

8,594,827執行額

1,341 3,200

- - -

8,594,827 8,881,025 9,157,590

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 8,393,427 8,603,613 8,878,863

-

9,157,590 9,401,938

-

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度

-

-翌年度へ繰越し

予備費等

-

8,399,250計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

全国健康保険協会管掌健康保険（以下、「協会けんぽ」という。）、国民健康保険及び後期高齢者医療の医療費等に要する費用に対し、健
康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき一部を負担することにより、各制度の健全な事業運営に資
すること。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

健康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、各医療保険者に対し医療費等に要する費用の一部を
負担する。（主な国庫負担割合：協会けんぽ：164/1000、市町村国保：32/100及び9/100、後期高齢者医療：3/12及び1/12　等）

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　■負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

前年度から繰越し -

26年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

健康保険法（151条、153条、154条）
国民健康保険法（70条、72条、73条）

高齢者の医療の確保に関する法律（93条、95条）　等

関係する計画、
通知等

全国健康保険協会保険給付費等の国庫補助（負担）について（平成
25年4月1日厚生労働省発保0401第2号）　等

補正予算 ▲8,786 2,162 -

25年度

5,822

-

開始年度　　　　：大正１５年度　等
終了(予定)年度：終了予定なし

担当課室 保険課、国民健康保険課、高齢者医療課 鳥井陽一、中村博治、藤原朋子

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名
Ⅰ－９－１ 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築す
ること

事業番号 230

医療保険給付費国庫負担金等 担当部局庁 保険局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

X / Y

-

-

-

24年度 25年度

計算式

89,149 94,394

4,189,994/47 4,436,496/47

活動実績

当初見込み

11

83,360

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度

3,917,939/47 4,628,927/47

単位当たりコスト（１交付先保険者当たりの交付決定額）
＝Ｘ（交付決定額）／Ｙ（後期高齢者医療広域連合数）

26年度見込

百万円

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

成果実績 億円 1,020 574 精査中

達成度 ％ - -

目標値 億円 - - - -

-

成果実績 億円 ▲ 407 1,988 精査中 -

％ - - -

目標値 億円 - - -

単年度収支（見込）額【市町村国保】

単年度収支（見込）額【後期高齢者医療広域連合】

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）
活動実績 1,887

(1,887)
交付先保険者数（市町村国保及び国保組合）

交付先広域連合数（後期高齢者医療）

箇所

達成度

当初見込み

箇所

(1,881) (1,881) (1,881)

当初見込み (47)

活動実績 47

(47) (47) (47)

箇所
1,881 -

47 47 -

1,881
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費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

引き続き適正執行に努めると共に、医療保険者の医療費適正化の推進を促す具体的な取り組みの明示を検討すべき。
また、１シートで高額の予算額を対象としており、実態把握が困難となっている恐れがある。シートの分割等により、見やすい工夫が必要。（栗原）

評　価項　　目

点検結果も妥当であり、各保険者における安定的な医療保険制度の運営に寄与していることから、引き続き、医療費適正化に取り組みつつ
適正な予算額を確保するとともに適正な執行に努めること。

（外部有識者の所見）
・レセプトデータ等を活用した糖尿病性腎症患者の重症化予防事業（事業番号２３２）や、特定健康診査事業（事業番号２８０）への財政支援
等、医療保険者の医療費適正化の推進を促す取組を行っている。

・医療保険給付費国庫負担金等における医療保険財政の安定化や医療費適正化に向けた取り組みは、医療保険各制度の保険者毎ではな
く、全保険者で取り組むべき問題と認識しているため、行政事業レビューシートにおいてもまとめて記載している。

現
状
通
り

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

現
状
通
り

－

事
業
の
有
効
性 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

○

○

○

－

－

○単位当たりコストの水準は妥当か。

各法に基づく国庫負担であり、適切な予算の確保及び執行が行われた。
また、交付先である医療保険各制度の保険者においても、負担対象である医療費等の増大を抑えるべく、特定健康診査・保健指導の実施等医療費適
正化に努めているところ。
なお、「医療費適正化計画」及び「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」の点検結果は備考のとおり。
平成25年度においては現在精査中であるが、各制度における平成24年度の単年度収支額は、協会けんぽで+3,200億円、市町村国保で+574億円、後期
高齢者医療広域連合で+1,988億円となっており、適切な事業運営が行われている。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

医療保険財政の安定化や、医療保険制度の円滑な実施及び
効率的運営に資するものであり、国民のニーズが高く、国費
を投入しなければ事業目的が達成できない。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

－
所管府省・部局名

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

－

○

○

外部有識者の所見

○

－

引き続き、医療保険制度の安定化に必要な予算規模を確保するとともに、医療保険各制度の保険者における医療費適正化の進展も促すこ
とにより、各制度の健全な事業運営に努めてまいりたい。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。
交付先保険者全てにおいて負担対象である費用の支出があ
り、見込みに見合ったものである。

－

医療保険制度の被保険者に対し、保険料や医療費の一部負担等、
一定の負担を求めており、受益者との負担関係は妥当である。

医療保険各制度の法定の補助率に見合った負担額を交付しており、
単位当たりコストの水準は妥当である。

－

医療保険財政の安定化や、医療保険制度の円滑な実施及び
効率的運営に資するものであり、適正かつ安定的・効率的な
医療保険制度を構築するという政策目的達成に向けて、優先
度の高い事業である。

評価に関する説明

改善の
方向性

医療費等を支払う保険者へ交付していることから、合理的なものと
なっている。

本事業の使途は法定事項であり、真に必要なものに限定されてい
る。

－

－

医療保険制度における費用負担については法定事項であり、
国が実施すべき事業である。

5



【平成26年度「秋のレビュー」の行政改革推進会議における指摘及び対応状況】

○指摘事項
ＰＤＣＡには納税者の視点が不可欠だが、医療費の仕組み、現状や公定価格である診療報酬の改定プロセスが国民に十分に伝えられているとは言い難い。
①医療費効率化に向けた各般の取組をレビューシートに明示しフォローアップ等を実施して国民に対し明らかにする。

○対応状況
医療費効率化に向けた取組として、以下の取組を実施している。
「保険者が健康増進や維持管理に資する検査項目を特定健康診査の項目に追加し、特定健康診査・特定保健指導の受診を促進する事業」に対する補助（事業番号232）、
「保険者が特定保健指導の対象とならない糖尿病性腎症患者の重症化予防のため、医療機関と連携して保健指導を実施する事業」に対する補助（事業番号232）、
「生活習慣病予防のため、保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導」に対する補助（事業番号280）、
「医療機能の連携推進等による平均在院日数の短縮を推進するため、都道府県が実施する療養病床転換助成事業」に対する補助（事業番号281）

医療費適正化計画（5年を1期）は、平成25年度より第2期（平成25年度～29年度）が開始されており、この第2期計画の策定は、第1期計画の中間評価を踏まえているところであるが、計画期間の
終了後に目標の達成状況や施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、各都道府県の報告を踏まえ、都道府県医療費適正化
計画の実績に関する評価を行うこととされている。
今回、第1期の計画期間が平成24年度で終了したことから、平成20年度から平成24年度までの国及び都道府県の第1期計画に関する評価を行い、平成26年10月15日に公表を行ったところであ
る。
　・第1期医療費適正化計画の実績に関する評価（実績評価）
　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h261015_1.pdf
　・第2期医療費適正化計画
　　　　http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000044087.pdf
なお、医療費適正化計画については、「経済財政運営と改革の基本方針2014」や「規制改革実施計画」も踏まえ、地域医療構想と整合的な医療費の水準や医療の提供に関する目標設定に関す
る検討、適切なPDCAサイクルを踏まえた計画策定の在り方や実効性を担保する措置などについて、次期医療保険制度改正に向け検討を行うこととされている。
今後、社会保障審議会医療保険部会等における議論を踏まえ、次期医療保険制度改正の中で医療費適正化計画について制度改正を行った上で、既に平成25年度から開始している第2期医療
費適正化計画についても、計画の策定主体である都道府県の状況も踏まえつつ、見直しも含め、検討を進めることとする。

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」について
平成19年に作成した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」において、平成24年度までに全医療用医薬品をベースとした後発医薬品の数量シェアを30％以上にするという目標を掲
げ、後発医薬品の使用を推進してきた。
その後、社会保障・税一体改革大綱（平成24年2月閣議決定）において、後発医薬品推進のロードマップを作成し、さらなる使用促進を図ることとされたこともあり、平成25年4月に「後発医薬品の
さらなる使用促進のためのロードマップ」を作成した。
モニタリングについては、現在進めているところ。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年 217 184 217平成25年平成24年

備考
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※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省
8,881,025百万円

各法に基づき、保険給付費等
に対する国庫負担金等を交

Ａ．全国健康保険協会
1,209,409百万円

【交付】 【交付】 【交付】

全国健康保険協会管掌
健康保険等の保険者

Ｂ．市町村国保（1,717市町村）

国保組合（164組合）

3,235,120百万円

国民健康保険の保険者

Ｃ．後期高齢者医療

広域連合（47連合）

4,436,496百万円

後期高齢者医療の保険者

【審査支払業務の委託】

社会保険診療報酬
支払基金

被用者保険における審査
支払機関

【審査支払業務の委託】

各都道府県国民健康保険
団体連合会

国民健康保険及び後期高齢者医療
における審査支払機関

【診療報酬明細書による請求に基づき支払】

保険医療機関等

【受領委任】

柔道整復師等

7



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 314,558 計 0

保険給付費 東京都広域連合 314,558

C.後期高齢者医療広域連合 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 80,934 計 0

後期高齢者医療
費支援金等

社会保険診療報酬支払基金（医療保険者が負担
する後期高齢者医療費の支援金等。社会保険診
療報酬支払基金を経由して、後期高齢者医療広
域連合等へ交付。）

16,569

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

保険給付費 国民健康保険団体連合会 64,365

計 1,209,409 計 0

後期高齢者医療
費支援金等

社会保険診療報酬支払基金（医療保険者が負担
する後期高齢者医療費の支援金等。社会保険診
療報酬支払基金を経由して、後期高齢者医療広
域連合等へ交付。）

216,257

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.全国健康保険協会 E.

金　額
(百万円）

保険給付費

使　途
金　額

(百万円）

社会保険診療報酬支払基金等 993,152

B.大阪市 F.

費　目 使　途

費　目 使　途 費　目

8



支出先上位１０者リスト
A.全国健康保険協会

B.国民健康保険保険者

Ｃ.後期高齢者医療広域連合

落札率

10

61,109

9

8

7

6

5

4

3

2

1 全国健康保険協会 保険給付費等に係る国庫負担 1,209,409

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 大阪市

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

5 福岡市

3 46,931

4

保険給付費等に係る国庫負担

保険給付費等に係る国庫負担

名古屋市 保険給付費等に係る国庫負担

2 横浜市 保険給付費等に係る国庫負担

入札者数

保険給付費等に係る国庫負担 80,934

26,43010 仙台市 保険給付費等に係る国庫負担

9

札幌市

北九州市 保険給付費等に係る国庫負担 27,197

6

8 京都市 保険給付費等に係る国庫負担

7 神戸市 保険給付費等に係る国庫負担

33,528

保険給付費等に係る国庫負担中央建設国民健康保険組合

43,074

35,338

36,282

37,567

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 東京都広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 314,568

2 大阪府広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 290,530

3 北海道広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 265,118

4 福岡県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 226,743

5 愛知県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 212,032

6 神奈川県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 207,020

7 兵庫県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 199,695

8 埼玉県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 171,305

9 千葉県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 148,911

10 広島県広域連合 保険給付費等に係る国庫負担 122,761
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計 9 9

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

薬価基準改正経費 9 9
－

0.6

計算式 X / Y 7/17,199 6/16,205 8/17,783 9/15,303

単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ

Ｘ：執行額
Ｙ：医薬品数

（年度末時点（26年度は年度当初）の告示数）

単位当たり
コスト 千円 0.4 0.4 0.5

16,218 15,303

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度 24年度 25年度 26年度見込

25年度 26年度活動見込

　医薬品の薬価等に関する各種データの集計・分析・整
理等を実施するものであり、詳細な活動指標を示すこと
は困難であるため、間接的な指標として、対象となる医
薬品の数を指標とした。
　※医薬品数の目標値は年度当初の告示数、実績は年
度末時点の告示数。

活動実績 医薬品数 17,199 16,205 17,783 ―

当初見込み

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度 24年度

医薬品数 16,257 14,902

16,218 15,303

達成度 ％ 100 100 100

25年度
目標値

（　　年度）

　薬価基準既収載品の薬価の算定を正確かつ精密に行
うために必要なデータの集計、分析、整理を行うことを目
的としており、直接的に測ることのできる指標を示すこと
は困難であるため、間接的な指標として、対象となる医
薬品の数を指標とした。
　※医薬品数の目標値は年度当初の告示数、実績は年
度末時点の告示数。

成果実績 医薬品数 17,199 16,205 17,783

目標値
成果目標及び成

果実績
（アウトカム）

成果指標 単位 23年度 24年度

医薬品数 16,257 14,902

執行率（％） 68% 59% 91%

執行額 7 6 8

計 11 11 8 9 9

予備費等 － － － －

翌年度へ繰越し － － －

－ － －

前年度から繰越し － － － －

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 11 11 8 9 9

補正予算 －

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　既収載医薬品（約2万品目）の薬価算定の基礎資料とするため、過去の薬価調査結果等を用いて、品目ごと、薬効群ごと等の薬価ベース取引金額、使
用量の推移等が解析できるデータなど、必要なデータの集計・整理等を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
健康保険法（大正14年法律第70号）第76条第２項

関係する計画、
通知等

平成26年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見（平成
26年２月中央社会保険医療協議会）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

 　「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）」の規定に基づき定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成２０年厚生労働省告示第６０
号）」の改正を行うに際し、薬価は「市場実勢価格加重平均値調整幅方式」により算定することを基本としているが、このほか特例として各種の加算や引
き下げを行っており、これらの算定を正確かつ精密に行うために必要なデータの集計・整理等を行う。

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　：昭和５１年度
終了(予定)年度：終了（予定）なし

担当課室 医療課 宮嵜　雅則

会計区分 一般会計 政策・施策名
Ⅰ－９－１ 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構
築すること

事業番号 251

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）
事業名 薬価基準改正経費 担当部局庁 保険局 作成責任者
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平成25年 239

現
状
通
り

－

備考

－

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年 240 平成24年 206

外部有識者の所見

点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

点検結果も妥当であり、診療報酬改定に向けたデータ収集・管理の実施に必要な事業であることから、引き続き、必要な予算額を確保しつ
つ、適正な執行を行うこと。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

－

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
過去の執行率にばらつきがあるが、平成２５年度においても調達には一般競争入札を導入し、業務も円滑に遂行されており、特段の問題は
ないと判断。

改善の
方向性

大きな課題や問題等が発生しておらず、仕様書等の大幅な見直しは行っていないが、随時点検を行い、必要に応じて見直しを行うこととして
いる。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

－
事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

－ － －

－ －

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○
薬価に関する各種調査結果に基づいて集計、整理を行
うことにより、実効性の高い手段となっている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 － －

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○
薬価基準既収載品の薬価の算定のための基礎資料とし
て活用している。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
データの集計、整理等、事業遂行のための必要な費目・
使途に限定されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） － －

－

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○
一般競争入札を行うことにより、コストの削減に努めてお
り、概ね妥当である。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 － －

薬価の算定に関する基礎資料の収集が目的であるた
め、国が実施すべき事業である。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○
薬価基準既収載品の薬価の算定を行うための基礎資料
を得るための手段として位置づけており、優先度が高い
事業である。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○ 一般競争入札（最低価格落札方式）を実施している。

受益者との負担関係は妥当であるか。 －

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○
薬価基準既収載品の薬価の算定を行うための基礎資料
を得ることを目的としており、広く国民のニーズがあり、
国費により実施する必要がある。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
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※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

厚生労働省

8百万円

Ａ．（株）シーディーエス
8百万円

【一般競争入札】

事業の企画、全体調整等、進行
管理

事業の企画に沿ったデータの集
計・整理
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計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 8 計 0

人件費 算定支援（ＳＥ） 1

人件費 プログラム作成 2

使　途
金　額

(百万円）

人件費 帳票印刷・帳票出力オペレータ 5

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

A.（株）シーディーエス E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目
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支出先上位１０者リスト
A.

B.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 （株）シーディーエス 各種データの集計・整理 8 1 91%

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

14



生活扶助
80,140円　住
宅扶助（上限）
53,700円　合
計 133,840円

　生活扶助
81,760円

住宅扶助（上
限） 53,700円

合計135,460円

最低生活費の例　月（基準）

・高齢者(60代)単身世帯（１級地－１、東京都の場合）
　生活扶助　         81,760円
　住宅扶助（上限） 53,700円
　合計                135,460円

26年度見込

・高齢者
(60代)単
身世帯（１
級地－１、
東京都の

場合）

最低生活費の
例134,520円／
月 （基準）

最低生活費の
例
135,460円／月
（基準）

－

最低生活費の
例134,520円／
月 （基準）

最低生活費の
例133,840円／
月 （基準）(25
年8月～)

生活扶助
80,820円　住
宅扶助（上限）
53,700円　合
計 134,520円

当初見込み

人

-

2161606
(速報値）

2,135,708

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 23年度

　生活扶助
80,820円　住
宅扶助（上限）
53,700円　合
計 134,520円

前年度から繰越し － － －

－

計算式

活動実績

前年度以上の
人数

－ －

-

24年度 25年度

精査中31,006

事業番号 692

保護費負担金 担当部局庁 社会・援護局（社会） 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

開始年度　　　　：昭和6年度
終了(予定)年度：終了予定なし

担当課室 保護課 大西証史

事業名

□直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　■負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 政策・施策名
Ⅶ－１－１

生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

生活保護法（昭和25年法律第144号）
第75条第1項第1号

関係する計画、
通知等

-

26年度

▲ 22,695 ▲ 48,165 －

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生
活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

利用し得る資産、稼働能力、他法他施策などを活用しても、なお最低限度の生活を維持できない者に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障
するとともに、その自立を助長する。
保護の種類は生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助がある。

実施方法

125,756

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度

－

2,756,074

予備費等 －

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 2,567,603 2,792,408 2,822,391 2,882,322 2,962,904

補正予算

－

翌年度へ繰越し －

2,693,359 2,769,713 2,774,226 2,882,322 2,962,904

2,693,359

41,580

執行率（％） 100.0% 98.7% 99.3%

-

目標値 - -

2,734,790執行額

単位 23年度 24年度

25年度

-

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

生活保護費負担金については、生活に困窮する者に対
し最低限度の生活を保障するための費用であり、直接的
な指標である被保護人員数等について目標を設定する
ことはできないため、間接的な定量的指標として、「就労
支援事業による就労・増収者数」を用いることとする。

成果実績

成果指標

％ - -

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度

被保護人員数

-

24年度

人

達成度

主な増減理由

26年度活動見込

- - - -

単位当たり
コスト

2,067,244

費　目 26年度当初予算 27年度要求

保護費負担金 2,882,322 2,962,904 保護動向や生活扶助基準の見直し（３年目）を勘案して推計。

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算

内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （厚生労働省）

計
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外部有識者の所見

評価に関する説明

生活保護法に基づき、真に支援を必要とする人に、最低
限度の生活を保障するために必要な扶助を定めており、
当該費目の使途は妥当である。

地方自治体が保護の実施機関として施行事務を行って
おり、自治体が費用の一部も負担しているところである。

○

－

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づ
き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度
の生活を保障する公的扶助であり、国費を投入しなけれ
ば政策目的は達成できず、国民の健康で文化的な生活
水準を維持するために必要な事業である。

生活扶助基準については、5年に1度検証を行っていくこととしている。生活保護制度については、平成25年12月に成立した改正生活保護法
に基づき、最後のセーフティネットとして必要な人には確実に保護を実施するという制度の基本的考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制
度が国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等について、実施していく。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

生活保護受給者数については増加傾向にあるが、対前
年同月伸び率は鈍化している。また、生活保護の実施に
当たっては、就労による自立の促進、医療扶助の適正化
や不正受給対策の強化等、給付の適正化への取組を
行っている。

生活扶助の基準については、5年に1度検証を行ってい
る。社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏
まえ、物価動向を勘案し、平成25年8月から平成27年度
まで3年間で段階的に、生活扶助基準の見直しを行って
いるところである。

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○

689

－

○

－

備考

中国残留邦人生活支援給付制度は法に定められた中国
残留邦人等を対象としており、生活保護制度とは対象が
異なる。

所管府省・部局名

行政事業レビュー推進チームの所見

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づ
き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度
の生活を保障する公的扶助であり、国費を投入しなけれ
ば事業目的は達成できない。

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

活動実績のとおり、被保護人員の伸びは鈍化しているものの、増加傾向にある。
また、生活扶助の基準については、社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果等を踏まえ、平成25年8月から平成27年度まで3年間で
段階的に、生活扶助基準の見直しを行っているところである。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

改善の
方向性

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現状通り

○

○

693

－

－

○

中国残留邦人生活支援給付金 厚生労働省社会・援護局

－

事
業
の
有
効
性

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

379 327

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

　財務省による、平成２６年度予算執行調査の調査結果においては母子加算、児童養育加算、教育扶助、高等学校等就学費の見直しを求められたところであ
り、生活保護基準部会において、母子加算等の論点整理や検証手法についての議論を進めて行く。
　総務省による、平成26年8月1日の「生活保護に関する実態調査の結果に基づく勧告」においては、①保護申請の迅速・的確な処理、②不正受給事案の処理
の迅速化、③医療扶助費の適正支給④就労支援事業の見直しについて指摘されたところであり、具体的な対応を現在検討中である。

平成23年

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。なお、住宅扶助や冬季加算等の検証・見直しについては、「経済財政運営と改革の基本方針
2014」を踏まえ、引き続き検討を行うこと。

－現状通り

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

点検対象外

評　価項　　目

16



※平成25年度実績集計中のため、平成24年度実績を記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

　Ａ　都道府県・市及び福祉事務所を設置する町村(899)
　　　2,734,790百万円

　　（内訳）上位10者
　　　　　　　大阪市　　　　　218,839百万円
　　　　　　　札幌市　　　　　  95,949百万円
　　　　　　　横浜市　　　　　　91,640百万円
　　　　　　　名古屋市　　　　 61,908百万円
　　　　　　　神戸市　　　　　　61,469百万円
　　　　　　　福岡市　　　　　　58,708百万円
　　　　　　　京都市　　　　　　57,874百万円
　　　　　　　川崎市　　　　　　43,474百万円
　　　　　　　足立区　　　　　　34,476百万円
　　　　　　　堺市　　　　　　　 34,127百万円

厚生労働省　　2,734,790百万円

〔　生活保護制度に関する基本的な政策の企画、立案及び推進　〕

〔　補助　〕

〔　保護の決定及び実施　〕

17



費　目 使　途費　目 使　途

被保護者に対する扶助の給付 218,839

B.

金　額
(百万円）

A.大阪市 E.

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

扶助費

計 218,839 計 0

F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0
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支出先上位１０者リスト
A.

B.

7

8

10

9

6

入札者数

4

2

5

3

支　出　額
（百万円）

1

支　出　先 業　務　概　要

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 大阪市 被保護者に対する扶助の給付 218,839

2 札幌市 被保護者に対する扶助の給付 95,949

3 横浜市 被保護者に対する扶助の給付 91,640

4 名古屋市 被保護者に対する扶助の給付 61,908

5 神戸市 被保護者に対する扶助の給付 61,469

6 福岡市 被保護者に対する扶助の給付 58,708

7 京都市 被保護者に対する扶助の給付 57,874

8 川崎市 被保護者に対する扶助の給付 43,474

9 足立区 被保護者に対する扶助の給付 34,476

34,127

落札率

10 堺市 被保護者に対する扶助の給付
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政
策

目
的

施
策

【
基
本
目
標
Ⅰ
】

安
心
・
信

頼
し
て
か

か
れ

る
医

療
の
確

保
と
国

民
の
健

康
づ
く
り
を
推

進
す
る
こ
と

・
後
発

医
薬

品
の

使
用

促
進

【
目
標

】
後

発
医

薬
品

の
数

量
シ
ェ
ア
を
前

年
度
以

上
に
す
る

※
「
後
発

医
薬

品
の

さ
ら
な
る
使
用

促
進
の

た
め
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
お
い
て
、
平
成
３
０
年
３
月
末
ま
で
に
６
０
％
以
上

に
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
。

－
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
定

め
た
取

組
の

推
進

（
一
般
国

民
向

け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

作
成

配
布

、
医

療
関
係

者
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
都
道
府
県
協
議
会
の
開
催
等
）

－
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
定

め
た
取

組
の

実
施
状

況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

政
策

目
的

施
策

【
基
本
目
標
Ⅶ
】

ナ
シ
ョ
ナ
ル

ミ
ニ
マ
ム
を
保

障
し
、
利

用
者

の
視
点

に
立

っ
た
質

の
高
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
を
図
る
こ
と

【
施
策
大
目

標
１
・
施

策
目
標

Ⅶ
－

１
】

生
活

困
窮

者
に
対

し
適

切
に
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

【
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
事
業
番
号

69
2
保
護
費
負
担
金
】

施
策

【
施
策
大
目

標
９
】

全
国

民
に
必

要
な
医

療
を
保

障
で
き
る
安

定
的
・
効

率
的
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
こ
と

【
施
策
目

標
Ⅰ

－
９
－

１
】

適
正

か
つ
安

定
的

・
効

率
的

な
医
療

保
険
制

度
を
構
築
す
る
こ
と

・
保

険
者

の
機

能
強

化
を
通
じ
て
、
医

療
保

険
財
政

の
安
定

を
図

る
こ
と

・
保

険
者

の
適

用
・
徴

収
・
給

付
適
正

化
に
向

け
た
事
務

を
適

切
か

つ
効
率
的
な
も
の
と
す
る
こ
と

・
審

査
支

払
機

関
の

事
務

が
適

正
か

つ
効

率
的
な
も
の
と
す
る
こ
と

【
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
事
業
番
号

23
0 

 医
療
保
険
給
付
費
国
庫
負
担
金
等
】

・
健

康
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
き
、

各
医
療
保
険
者
に
対
し
医
療
費
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

【
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
事
業
番
号

25
1 
薬
価
基
準
改
正
経
費
】

・
既
収
載
医
薬
品
の
薬
価
算
定
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
過
去
の
薬
価
調
査
結
果
等
を
用
い
て
、

品
目
ご
と
、
薬
効
群
ご
と
等
の
薬
価
ベ
ー
ス
取
引
金
額
、
使
用
量
の
推
移
等
が
解
析
で
き
る
デ
ー
タ
な
ど
、

必
要
な
デ
ー
タ
の
集
計
・
整
理
等
を
行
う
。

【
施
策
大
目
標

８
・
施

策
目
標

Ⅰ
－

８
－

１
】

新
医

薬
品

・
医

療
機

器
の

開
発
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
産
業
等

の
振

興
を
図

る
こ
と

達
成
手
段

生
活
困
窮

者
の

自
立

を
適

切
に
助

長
し
、
保
護

を
適

正
に
実

施
【
目
標
】
自
立

支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

数
等

達
成
手
段

達
成
手
段

厚
生
労
働
省
の
政
策
体
系
に
お
け
る
位
置
付
け
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＊
厚

生
労

働
省

で
は

、
基

本
目

標
＞

施
策

大
目

標
＞

施
策

目
標

を
設

定
し

て
、

政
策

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

２
２

年
度

２
３

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度

4
,6

1
0
,4

9
0

5
,8

0
3
,4

2
5

7
,4

8
6
,8

8
1

5
,8

6
8
,2

9
2

4
,9

0
8
,1

5
2

1
2
8
,5

1
5

0
5
,5

2
4
,3

5
6

1
7
7
2
7
2
4

0

0
0

2
,9

6
8
,7

6
4

0
0

4
,7

3
9
,0

0
5

5
,8

0
3
,4

2
5

1
5
,9

8
0
,0

0
1

7
,6

4
1
,0

1
6

4
,9

0
8
,1

5
2

4
,5

3
7
,4

6
7

5
,6

3
3
,4

2
4

1
0
,1

5
3
,9

6
8

3
,9

6
3
,4

3
2

9
5
.7

5
%

9
7
.0

7
%

6
3
.5

4
%

5
1
.8

7
%

基
準

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

-
-

-
2
0

-

1
3

集
計

中

1
7
.6

%
2
3
.4

%
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

2
3
.4

%
2
8
.1

%

8
7

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

7
1
0

1
5

1
9

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

1
9

1
8

－
－

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

－
4
6
.9

%

平
成

2
5
年

4
月

に
厚

生
労

働
省

で
策

定
し

た
「
後

発
医

薬
品

の
さ

ら
な

る
使

用
促

進
の

た
め

の
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
」
に

お
い

て
、

後
発

医
薬

品
の

数
量

シ
ェ

ア
を

平
成

3
0
年

3
月

末
ま

で
に

6
0
％

以
上

に
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

た
め

5
後

発
医

薬
品

の
あ

る
先

発
医

薬
品

及
び

後
発

医
薬

品
を

ベ
ー

ス
と

し
た

後
発

医
薬

品
の

数
量

シ
ェ

ア
（
率

）
3
9
.9

%
平

成
2
3
年

9
月

6
0
%

平
成

3
0
年

3
月

末

目
標

値

年
度

ご
と

の
目

標
値

年
度

ご
と

の
実

績
値

目
標

年
度

先
進

医
療

の
大

臣
告

示
の

件
数

を
増

や
す

こ
と

で
、

ア
カ

デ
ミ

ア
主

導
の

臨
床

研
究

を
活

性
化

さ
せ

る
。

そ
の

結
果

、
患

者
に

新
規

医
療

技
術

を
提

供
す

る
機

会
が

増
大

す
る

。

4
新

た
に

承
認

さ
れ

た
ヒ

ト
幹

細
胞

臨
床

研
究

の
件

数
1
8

２
５

年
度

前
年

度
以

上
毎

年
度

特
に

開
発

が
期

待
さ

れ
て

い
る

再
生

医
療

分
野

の
研

究
を

促
進

す
る

。

3
新

た
に

大
臣

告
示

さ
れ

た
先

進
医

療
Ｂ

の
件

数
1
0

２
５

年
度

前
年

度
以

上
毎

年
度

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

区
分

2
7
年

度
要

求
額

1
治

験
届

出
件

数
の

う
ち

医
師

主
導

治
験

の
数

集
計

中
２

５
年

度
-

平
成

2
7
年

度
末

　
2
0
件

平
成

3
2
年

度
末

　
4
0
件

施
策

の
背

景
・
枠

組
み

（
根

拠
法

令
、

政
府

決
定

、
関

連
計

画
等

）

「
社

会
保

障
・
税

一
体

改
革

素
案

」
（
平

成
2
4
年

1
月

6
日

政
府

・
与

党
社

会
保

障
改

革
本

部
決

定
）
、

「
社

会
保

障
・
税

一
体

改
革

大
綱

」
（
平

成
2
4
年

2
月

1
7
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
、

日
本

発
の

革
新

的
な

医
薬

品
・

医
療

機
器

等
の

創
出

や
後

発
医

薬
品

の
使

用
促

進
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
　

ま
た

平
成

２
４

年
６

月
６

日
の

医
療

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
会

議
で

、
革

新
的

な
医

薬
品

・
医

療
機

器
の

研
究

、
開

発
、

実
用

化
に

係
る

施
策

を
国

と
し

て
一

体
的

に
推

進
す

る
を

推
進

し
て

い
く
も

の
と

し
て

「
医

療
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

５
か

年
戦

略
」
が

策
定

さ
れ

た
。

加
え

て
平

成
２

４
年

７
月

３
１

日
閣

議
決

定
の

「
日

本
再

生
戦

略
」
で

は
、

「
医

療
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

５
か

年
戦

略
」
の

着
実

な
実

施
等

に
よ

り
、

関
連

す
る

規
制

・
制

度
改

革
を

進
め

、
引

き
続

日
本

の
も

の
づ

く
り

力
を

い
か

し
た

革
新

的
医

薬
品

・
医

療
機

器
・
再

生
医

療
製

品
を

世
界

に
先

駆
け

て
開

発
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

　
さ

ら
に

、
平

成
2
5
年

6
月

1
4
日

に
策

定
さ

れ
た

「
日

本
再

興
戦

略
」
で

は
高

付
加

価
値

・
知

識
集

約
型

の
医

薬
品

・
医

療
機

器
産

業
を

我
が

国
の

経
済

成
長

を
担

う
重

要
な

産
業

と
位

置
づ

け
、

「
健

康
医

療
戦

略
」
に

お
い

て
も

革
新

的
医

薬
品

・
医

療
機

器
・
再

生
医

療
製

品
等

を
世

界
に

先
駆

け
て

開
発

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
「
社

会
保

障
制

度
改

革
国

民
会

議
」
報

告
書

（
同

8
月

6
日

）
に

お
い

て
、

引
き

続
き

後
発

医
薬

品
の

使
用

促
進

に
取

り
組

む
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

医
師

主
導

治
験

に
よ

っ
て

、
革

新
的

な
医

薬
品

・
医

療
機

器
等

の
開

発
や

、
希

少
疾

病
・
難

病
等

の
企

業
が

手
が

け
づ

ら
い

分
野

の
治

験
を

促
進

す
る

。
「
医

療
分

野
の

研
究

開
発

に
関

す
る

総
合

戦
略

（
報

告
書

）
」
に

お
い

て
、

臨
床

研
究

中
核

病
院

及
び

早
期

・
探

索
的

臨
床

試
験

拠
点

に
お

け
る

目
標

数
を

定
め

て
い

る
こ

と
か

ら
、

目
標

を
同

様
に

設
定

。

2
治

験
届

出
件

数
の

う
ち

国
際

共
同

治
験

に
係

る
も

の
の

割
合

2
8
.1

%
２

５
年

度
前

年
度

以
上

毎
年

度
国

際
共

同
治

験
へ

の
参

加
を

増
や

す
こ

と
に

よ
り

、
ド

ラ
ッ

グ
ラ

グ
・
デ

バ
イ

ス
・
ラ

グ
の

解
消

を
図

る
。

「
医

療
分

野
の

研
究

開
発

に
関

す
る

総
合

戦
略

（
報

告
書

）
」
に

お
い

て
、

臨
床

研
究

中
核

病
院

及
び

早
期

・
探

索
的

臨
床

試
験

拠
点

に
お

け
る

目
標

数
を

定
め

て
い

る
こ

と
か

ら
、

目
標

を
同

様
に

設
定

。

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

(評
価

予
定

表
）

測
定

指
標

（
定

量
的

）
基

準
値

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

施
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

年
月

日
関

係
部

分
（
概

要
・
記

載
箇

所
）

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

(a
)

4
,6

9
2
,7

6
0

施
政

方
針

演
説

（
安

倍
内

閣
総

理
大

臣
）

平
成

2
5
年

2
月

2
8
日

日
本

発
の

技
術

で
あ

る
ｉＰ

Ｓ
細

胞
を

利
用

し
た

再
生

医
療

・
創

薬
な

ど
、

最
先

端
の

医
療

技
術

を
積

極
的

に
活

用
し

て
、

世
界

に
先

駆
け

て
健

康
長

寿
社

会
を

目
指

す
決

意
を

表
明

補
正

予
算

(b
)

繰
越

し
等

©

合
計

(d
=
a+

b
+
c
)

4
,6

9
2
,7

6
0

執
行

額
(千

円
、

e
)

執
行

率
(％

、
e
/
d
）

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

施
策

目
標

名
新

医
薬

品
・
医

療
機

器
の

開
発

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

医
薬

品
産

業
等

の
振

興
を

図
る

こ
と

担
当

部
局

名
医

政
局

経
済

課
　

医
政

局
研

究
開

発
振

興
課

作
成

責
任

者
名

医
政

局
経

済
課

長
　

　
城

　
克

文
研

究
開

発
振

興
課

長
　

一
瀬

　
篤

施
策

の
概

要
本

施
策

は
、

新
医

薬
品

・
医

療
機

器
に

係
る

研
究

開
発

を
促

進
し

、
治

験
環

境
の

整
備

を
図

る
と

と
も

に
、

医
薬

品
・
医

療
機

器
産

業
の

動
向

を
的

確
に

把
握

す
る

た
め

に
実

施
し

て
い

る
。

政
策

体
系

上
の

位
置

づ
け

基
本

目
標

Ⅰ
　

安
心

・
信

頼
し

て
か

か
れ

る
医

療
の

確
保

と
国

民
の

健
康

づ
く
り

を
推

進
す

る
こ

と
施

策
大

目
標

８
　

新
医

薬
品

・
医

療
機

器
の

開
発

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

医
薬

品
産

業
等

の
振

興
を

図
る

こ
と

（
厚

生
労

働
省

２
６

（
Ⅰ

－
８

－
１

））

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

○

別
紙
１
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8
人

8
人

8
人

1
5
0
0
0
0

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

1
4
カ

国
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
４

年
度

２
５

年
度

(1
)

臨
床

研
究

拠
点

等
整

備
事

業
（
早

期
・
探

索
的

臨
床

試
験

拠
点

整
備

事
業

（
平

成
２

３
年

度
）
、

臨
床

研
究

中
核

病
院

整
備

事
業

（
平

成
２

４
年

度
）
、

日
本

主
導

型
グ

ロ
ー

バ
ル

臨
床

試
験

拠
点

整
備

事
業

（
平

成
２

４
年

度
）
）

4
8
.4

1
億

円
（
4
6
.2

3
億

円
）

3
4
.0

3
億

円
（
3
3
.9

億
円

）
3
8
.4

1
億

円
1
,2

2
1
4

(2
)

医
薬

品
等

価
格

調
査

費
(昭

和
2
7
年

度
)

1
.3

2
億

円
(0

.4
6
億

円
)

1
.4

1
億

円
(1

.2
6
億

円
)

1
.4

2
億

円
―

2
1
5

(3
)

医
薬

品
等

産
業

振
興

費
(昭

和
2
7
年

度
)

1
.9

1
億

円
(1

.4
9
億

円
)

2
.2

9
億

円
(1

.5
4
億

円
)

2
.2

6
億

円
5

2
1
6

(4
)

薬
事

工
業

生
産

動
態

統
計

シ
ス

テ
ム

経
費

(平
成

1
2
年

度
)

0
.4

億
円

(0
.3

億
円

)
0
.3

億
円

(0
.3

億
円

)
0
.3

億
円

―
2
1
7

(5
)

国
産

医
療

機
器

創
出

促
進

基
盤

整
備

等
事

業
(平

成
2
6
年

度
)

-
-

0
.6

億
円

6
新

2
6
-
0
2
0

(6
)

医
薬

品
等

研
究

開
発

動
向

等
調

査
費

（
昭

和
6
3
年

度
）

0
.2

億
円

（
0
.1

7
億

円
）

0
.1

9
億

円
（
0
.1

1
億

円
）

0
.1

8
億

円
1

2
1
8

・
早

期
・
探

索
的

臨
床

試
験

拠
点

整
備

事
業

（
平

成
２

３
年

度
～

）
  
早

期
・
探

索
的

臨
床

試
験

等
の

国
際

水
準

の
臨

床
研

究
及

び
医

師
主

導
治

験
を

実
施

す
る

体
制

を
整

備
す

る
。

・
臨

床
研

究
中

核
病

院
整

備
事

業
（
平

成
２

４
年

度
～

）
　

国
際

水
準

の
臨

床
研

究
、

医
師

主
導

治
験

及
び

市
販

後
臨

床
研

究
の

中
核

と
な

る
医

療
機

関
を

選
定

し
、

当
該

医
療

機
関

が
、

国
際

水
準

の
臨

床
研

究
等

を
実

施
・
支

援
す

る
体

制
を

整
備

す
る

。
・
日

本
主

導
型

グ
ロ

ー
バ

ル
臨

床
試

験
拠

点
整

備
事

業
（
平

成
２

４
年

度
～

）
　

国
際

的
な

治
験

・
臨

床
研

究
の

実
施

に
よ

り
、

日
本

発
シ

ー
ズ

に
よ

る
革

新
的

新
薬

・
医

療
機

器
の

創
出

や
、

医
療

の
質

の
向

上
の

た
め

の
エ

ビ
デ

ン
ス

の
確

立
を

図
る

た
め

、
日

本
主

導
で

グ
ロ

ー
バ

ル
臨

床
研

究
を

企
画

・
立

案
し

、
そ

の
実

施
を

支
援

す
る

体
制

を
整

備
す

る
。

健
康

保
険

法
第

7
6
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

く
診

療
報

酬
中

の
薬

剤
料

の
算

定
基

準
で

あ
る

「
使

用
薬

剤
の

薬
価

」
（
薬

価
基

準
）
の

改
正

等
の

基
礎

資
料

を
得

る
こ

と
。

（
医

薬
品

等
の

市
場

実
勢

価
を

把
握

す
る

こ
と

で
、

診
療

報
酬

改
定

時
に

薬
価

等
を

適
正

な
水

準
に

見
直

し
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。

）

医
薬

品
産

業
・
医

療
機

器
産

業
に

関
す

る
諸

情
報

の
収

集
・
分

析
及

び
総

合
的

な
調

査
研

究
を

行
い

、
積

極
的

に
産

業
政

策
の

企
画

立
案

に
取

り
入

れ
て

い
く
。

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

で
定

め
た

取
組

を
進

め
て

い
く
。

さ
ら

に
そ

の
取

組
状

況
に

つ
い

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
必

要
な

促
進

策
を

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
追

加
し

実
行

し
て

い
く
。

統
計

法
に

基
づ

く
基

幹
統

計
調

査
と

し
て

、
医

薬
品

、
医

薬
部

外
品

、
衛

生
材

料
及

び
医

療
機

器
に

関
す

る
毎

月
の

生
産

（
輸

入
）
等

の
実

態
を

明
ら

か
に

す
る

「
薬

事
工

業
生

産
動

態
統

計
」
を

作
成

し
て

い
る

。
統

計
を

効
率

的
に

作
成

す
る

た
め

、
「
薬

事
工

業
生

産
動

態
統

計
シ

ス
テ

ム
」
を

整
備

・
運

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
迅

速
に

統
計

表
を

公
表

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

医
療

機
器

の
研

究
開

発
を

行
う

医
療

機
関

で
、

医
療

機
器

を
開

発
す

る
企

業
の

人
材

を
受

け
入

れ
、

市
場

性
を

見
据

え
た

製
品

設
計

の
方

法
に

関
す

る
研

修
等

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
開

発
人

材
の

育
成

や
国

内
外

の
医

療
ニ

ー
ズ

を
満

た
す

開
発

を
推

進
す

る
。

先
進

的
な

研
究

開
発

の
動

向
を

文
献

、
学

会
等

と
の

意
見

交
換

の
場

、
視

察
等

の
機

会
を

利
用

し
て

把
握

し
、

振
興

策
や

必
要

な
規

制
等

の
検

討
を

行
う

｡日
本

古
来

の
漢

方
の

原
料

と
な

る
薬

用
植

物
の

栽
培

研
究

へ
の

支
援

、
日

本
へ

の
導

入
が

望
ま

れ
な

が
ら

も
患

者
数

が
少

な
い

等
の

理
由

に
よ

り
開

発
が

進
ま

な
い

希
少

疾
病

医
薬

品
等

の
開

発
を

支
援

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

の
収

集
等

を
行

う
。

（
参

考
）
測

定
指

標

-

-

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

補
正

後
予

算
額

（
執

行
額

）
２

６
年

度
当

初
予

算
額

関
連

す
る

指
標

番
号

達
成

手
段

の
概

要
等

平
成

２
６

年
度

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号

-
-

-
-

測
定

指
標

（
定

性
的

）
目

標
施

策
の

進
捗

状
況

（
目

標
）

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠
目

標
年

度
施

策
の

進
捗

状
況

（
実

績
）

サ
イ

ト
閲

覧
数

の
増

加
は

国
民

・
患

者
に

と
っ

て
の

利
用

の
し

や
す

さ
の

向
上

を
表

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
そ

の
数

値
を

上
伸

さ
せ

る
こ

と
を

目
標

と
し

た
。

8
協

力
関

係
の

樹
立

や
協

力
案

件
を

進
め

る
国

数
－

2
6
年

度
－

毎
年

度
相

手
国

の
実

情
に

適
し

た
医

療
機

器
・
医

薬
品

、
イ

ン
フ

ラ
等

の
輸

出
等

の
促

進
を

図
る

た
め

、
協

力
関

係
の

樹
立

や
協

力
案

件
を

進
め

る
国

数
を

目
標

と
し

た
。

7
臨

床
研

究
登

録
情

報
の

検
索

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
閲

覧
数

－
2
6
年

度
－

毎
年

度

6
医

療
機

器
の

開
発

拠
点

と
な

る
医

療
機

関
で

研
修

を
行

う
者

－
2
6
年

度
－

3
0
年

度
本

施
策

の
参

考
と

し
た

ス
タ

ン
フ

ォ
ー

ド
の

バ
イ

オ
デ

ザ
イ

ン
の

受
講

生
は

８
名

で
あ

る
た

め
、

同
等

の
人

材
育

成
を

目
標

と
し

た
。
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(7
)

治
験

活
性

化
対

策
費

（
平

成
1
9
年

度
）

5
0
0
万

円
(1

9
0
万

円
)

4
6
0
万

円
（
1
2
6
万

円
）

4
8
0
万

円
1

2
1
9

(8
)

臨
床

研
究

計
画

届
出

適
合

性
確

認
事

業
費

（
平

成
2
0
年

度
）

0
.2

3
億

円
(6

0
0
万

円
)

0
.1

3
億

円
（
4
1
7
万

円
）

0
.1

3
億

円
1

2
2
0

(9
)

Ｅ
Ｓ

細
胞

・
ｉＰ

Ｓ
細

胞
臨

床
研

究
指

針
対

策
費

（
平

成
2
1
年

度
）

0
.1

億
円

0
.1

億
円

（
0
.1

億
円

）
0
.1

億
円

4
2
2
1

(1
0
)
先

進
医

療
制

度
対

策
費

（
平

成
2
1
年

度
）

0
.3

7
億

円
0
.3

6
億

円
（
0
.3

3
億

円
）

0
.3

8
億

円
3

2
2
2

(1
1
)
治

験
適

正
推

進
費

（
平

成
1
2
年

度
）

6
0
0
万

円
(6

0
0
万

円
)

0
.1

4
億

円
（
6
1
6
万

円
）

6
6
0
万

円
1

2
2
3

(1
2
)

臨
床

研
究

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

、
デ

ー
タ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

確
保

の
た

め
の

研
修

事
業 （
平

成
2
3
年

度
）

9
0
0
万

円
(9

0
0
万

円
)

9
0
0
万

円
（
8
7
1
万

円
）

9
1
0
万

円
1

2
2
4

(1
3
)
ヒ

ト
幹

細
胞

情
報

化
推

進
事

業
（
平

成
2
4
年

度
）

2
.6

億
円

0
.9

億
円

（
0
.9

億
円

）
1
.1

億
円

4
2
2
5

(1
4
)
医

薬
品

等
開

発
研

究
P

D
C

A
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

（
平

成
2
4
年

度
）

1
.0

8
億

円
（
0
.5

4
億

円
）

0
.6

億
円

（
0
.6

億
円

）
0
.6

億
円

1
2
2
6

(1
5
)
再

生
医

療
の

臨
床

応
用

へ
の

実
用

化
推

進
事

業
（
平

成
2
4
年

度
）

-
2
2
.1

億
円

(-
)

-
4

2
2
7

(1
6
)
先

進
医

療
評

価
の

迅
速

・
効

率
化

推
進

事
業

（
平

成
2
5
年

度
）

-
0
.3

9
億

円
（
0
.3

9
億

円
）

0
.3

9
億

円
3

2
2
8

(1
7
)
再

生
医

療
実

用
化

研
究

実
施

拠
点

整
備

事
業

（
平

成
2
6
年

度
）

-
3
.7

億
円

（
-
）

3
.7

億
円

4
2
2
9

(1
8
)
臨

床
研

究
・
治

験
活

性
化

５
か

年
計

画
２

０
１

２
推

進
事

業
費

（
平

成
2
6
年

度
）

－
-

1
.2

億
円

7
新

2
6
-
0
2
1

(1
9
)
再

生
医

療
促

進
事

業
費

（
平

成
2
6
年

度
）

-
-

1
.4

億
円

4
新

2
6
-
0
2
2

(2
0
)
医

薬
品

・
医

療
機

器
産

業
海

外
展

開
推

進
事

業
(平

成
2
6
年

度
)

-
-

1
.0

億
円

8
新

2
6
-
0
0
6

・
病

院
等

以
外

の
細

胞
培

養
加

工
施

設
に

つ
い

て
、

当
該

施
設

の
構

造
設

備
等

が
再

生
医

療
等

の
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
8
5
号

）
の

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
調

査
す

る
。

・
再

生
医

療
等

の
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
8
5
号

）
に

基
づ

き
、

厚
生

労
働

省
に

提
出

さ
れ

た
再

生
医

療
等

提
供

計
画

等
の

書
類

情
報

の
デ

ー
タ

を
保

管
し

、
再

生
医

療
等

の
提

供
状

況
を

管
理

す
る

と
と

も
に

、
国

民
に

再
生

医
療

等
の

提
供

状
況

を
分

か
り

や
す

く
伝

え
る

た
め

の
公

表
資

料
を

作
成

す
る

。

日
本

で
承

認
さ

れ
た

医
薬

品
・
医

療
機

器
の

諸
外

国
で

の
許

認
可

を
迅

速
化

・
簡

素
化

す
る

た
め

、
海

外
展

開
し

て
い

る
日

系
企

業
の

把
握

及
び

当
該

国
で

の
課

題
等

の
把

握
並

び
に

保
健

省
等

と
の

協
議

・
交

渉
を

行
う

。

国
内

外
の

大
学

、
研

究
機

関
等

に
よ

っ
て

作
成

・
保

存
さ

れ
て

い
る

ヒ
ト

幹
細

胞
（
iP

S
細

胞
、

E
S
細

胞
、

疾
患

特
異

的
iP

S
細

胞
を

含
む

。
）
の

作
成

・
保

存
方

法
、

性
質

等
の

情
報

を
取

り
ま

と
め

、
国

内
外

の
研

究
者

、
患

者
等

に
対

し
て

情
報

の
提

供
を

行
う

ヒ
ト

幹
細

胞
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（
日

本
語

版
・
英

語
版

）
を

構
築

す
る

。

１
）
医

薬
品

・
医

療
機

器
・
再

生
医

療
に

係
る

個
別

研
究

P
D

C
A

事
業

医
薬

品
・
医

療
機

器
・
再

生
医

療
の

研
究

を
薬

事
承

認
に

結
び

つ
け

る
た

め
、

企
業

等
で

の
開

発
経

験
を

持
つ

プ
ロ

グ
ラ

ム
・
デ

ィ
レ

ク
タ

ー
（
P

D
）
及

び
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
オ

フ
ィ

サ
ー

（
P

O
）
を

活
用

し
、

研
究

課
題

の
採

択
時

に
プ

ロ
ト

コ
ー

ル
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
採

択
し

た
研

究
課

題
に

対
し

て
研

究
の

進
捗

管
理

等
を

行
う

。

２
）
臨

床
研

究
中

核
病

院
等

に
係

る
研

究
P

D
C

A
事

業
臨

床
研

究
中

核
病

院
等

が
実

施
す

る
国

際
水

準
の

臨
床

研
究

・
医

師
主

導
治

験
に

つ
い

て
、

臨
床

研
究

・
治

験
に

精
通

す
る

医
師

や
企

業
等

で
の

開
発

経
験

を
持

つ
P

D
及

び
P

O
を

活
用

し
、

臨
床

研
究

中
核

病
院

等
の

体
制

整
備

を
含

め
た

研
究

の
進

捗
管

理
等

を
行

う
。

・
　

ｉＰ
Ｓ

細
胞

等
の

樹
立

・
調

製
を

適
切

に
実

施
す

る
技

術
を

習
得

す
る

た
め

の
医

師
等

の
受

入
体

制
・
　

樹
立

・
調

製
し

た
細

胞
の

人
体

へ
の

移
植

・
投

与
を

適
切

に
実

施
す

る
技

術
を

習
得

す
る

た
め

の
医

師
等

の
受

入
体

制
上

記
の

体
制

を
整

備
し

、
ｉＰ

Ｓ
細

胞
等

を
用

い
る

技
術

の
安

全
性

を
確

保
し

、
臨

床
応

用
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

人
材

を
養

成
す

る
。

先
進

医
療

の
評

価
の

迅
速

・
効

率
化

を
図

る
た

め
、

医
療

上
必

要
性

の
高

い
抗

が
ん

剤
に

つ
い

て
は

、
抗

が
ん

剤
に

精
通

し
た

外
部

評
価

機
関

が
実

施
す

る
外

部
評

価
を

実
施

す
る

。

再
生

医
療

等
の

実
用

化
を

促
進

す
る

た
め

、
再

生
医

療
等

の
提

供
機

関
間

の
連

携
を

図
り

、
研

究
成

果
を

集
約

す
る

拠
点

と
し

て
、

「
再

生
医

療
実

用
化

研
究

実
施

拠
点

」
を

整
備

す
る

。

・
倫

理
審

査
委

員
会

認
定

制
度

構
築

事
業

　
一

定
の

基
準

を
満

た
す

質
の

高
い

倫
理

審
査

委
員

会
を

審
査

・
認

定
す

る
た

め
に

必
要

な
事

務
作

業
等

を
外

部
機

関
に

委
託

す
る

。
・
臨

床
研

究
登

録
情

報
の

検
索

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
運

営
事

業
　

国
民

・
患

者
が

利
用

し
や

す
い

臨
床

研
究

情
報

の
検

索
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

の
シ

ス
テ

ム
の

構
築

・
管

理
・
運

営
を

行
う

。
・
「
臨

床
研

究
・
治

験
活

性
化

5
か

年
計

画
2
0
1
2
」
評

価
会

議
運

営
事

業
　

「
臨

床
研

究
・
治

験
活

性
化

5
か

年
計

画
2
0
1
2
」
の

中
間

評
価

会
議

を
運

営
し

、
進

捗
状

況
等

の
評

価
を

実
施

す
る

。

治
験

に
係

る
有

識
者

よ
り

な
る

委
員

会
を

設
置

し
、

治
験

活
性

化
及

び
治

験
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
の

環
境

整
備

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
。

倫
理

審
査

委
員

会
の

設
置

者
よ

り
報

告
さ

れ
た

倫
理

審
査

委
員

会
の

委
員

名
簿

、
手

順
書

、
実

施
し

た
議

論
の

概
要

等
の

活
動

内
容

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
と

し
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
国

民
に

対
し

て
そ

の
内

容
を

公
表

す
る

。

ヒ
ト

幹
細

胞
臨

床
研

究
を

実
施

す
る

全
国

の
大

学
医

学
部

、
研

究
機

関
等

に
お

け
る

研
究

の
実

施
状

況
、

海
外

に
お

け
る

再
生

医
療

等
に

係
る

指
針

の
整

備
状

況
等

に
つ

い
て

委
託

調
査

を
行

う
。

有
効

性
、

安
全

性
の

確
保

の
観

点
か

ら
、

制
度

の
対

象
と

な
る

医
療

技
術

毎
に

実
施

医
療

機
関

の
要

件
を

設
定

し
、

当
該

要
件

に
適

合
す

る
医

療
機

関
に

お
い

て
、

そ
の

医
療

機
関

に
所

属
す

る
医

師
の

主
導

に
よ

り
適

切
に

実
施

さ
れ

る
医

療
技

術
に

つ
い

て
、

先
進

医
療

Ｂ
と

し
て

、
そ

の
実

施
を

認
め

る
。

厚
生

労
働

科
学

研
究

費
を

受
け

、
臨

床
研

究
を

実
施

す
る

研
究

機
関

及
び

当
該

研
究

の
審

査
を

行
う

倫
理

審
査

委
員

会
に

対
し

、
臨

床
研

究
に

関
す

る
倫

理
指

針
へ

の
遵

守
状

況
に

つ
い

て
書

面
調

査
及

び
実

地
調

査
（
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
）
を

行
う

。
臨

床
研

究
に

関
す

る
倫

理
指

針
か

ら
の

逸
脱

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
倫

理
指

針
の

周
知

及
び

啓
発

を
行

う
。

研
究

の
立

案
か

ら
デ

ー
タ

の
取

り
纏

め
ま

で
を

幅
広

い
知

識
と

経
験

で
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

上
級

者
臨

床
研

究
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
・
デ

ー
タ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

の
養

成
研

修
及

び
倫

理
審

査
委

員
会

・
治

験
審

査
委

員
会

委
員

養
成

研
修

を
実

施
す

る
。
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＊
厚

生
労

働
省

で
は

、
基

本
目

標
＞

施
策

大
目

標
＞

施
策

目
標

を
設

定
し

て
、

政
策

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

２
２

年
度

２
３

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度

8
,1

5
7
,8

6
4
,5

5
3

8
,4

6
7
,7

1
9
,9

4
0

8
,6

7
3
,3

2
3
,1

6
7

8
,9

4
0
,1

8
7
,7

6
4

9
,4

7
9
,9

7
0
,6

6
7

2
8
7
,5

5
5
,2

6
7

3
6
4
,0

6
6
,0

3
7

2
7
1
,2

7
9
,0

4
8

8
,0

9
5
,4

1
0

0

4
,1

2
8
,7

1
2

0
-
3
,3

9
3
,3

6
9

6
,8

5
1
,0

0
5

4
,9

6
7
,3

5
0

8
,4

4
9
,5

4
8
,5

3
2

8
,8

3
1
,7

8
5
,9

7
7

8
,9

4
1
,2

0
8
,8

4
6

8
,9

5
5
,1

3
4
,1

7
9

9
,4

8
4
,9

3
8
,0

1
7

8
,4

4
6
,8

8
5
,6

3
1

8
,8

2
0
,0

8
9
,9

9
9

8
,9

3
8
,0

2
8
,5

5
6

8
,9

5
4
,1

5
8
,0

4
8

9
9
.9

7
%

9
9
.8

7
%

9
9
.9

6
%

9
9
.9

9
%

基
準

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

―
―

―
―

―

―
―

―
―

―

9
9
.9

%
以

上
9
9
.9

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
9
.9

%
―

―
―

―

8
9
.3

%
以

上
8
9
.8

6
%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

8
9
.8

6
%

（
速

報
値

）
―

―
―

―

9
9
.9

%
以

上
9
9
.9

4
%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
9
.9

4
%

（
速

報
値

）
―

―
―

―

9
9
.2

%
以

上
9
9
.1

9
％

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

9
9
.1

9
％

（
速

報
値

）
―

―
―

―

9
6
.5

%
以

上
9
6
.9

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
6
.9

%
―

―
―

―

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

施
策

目
標

名
適

正
か

つ
安

定
的

・
効

率
的

な
医

療
保

険
制

度
を

構
築

す
る

こ
と

（
施

策
目

標
Ⅰ

－
9
－

１
）

担
当

部
局

名
保

険
局

総
務

課
作

成
責

任
者

名
保

険
局

総
務

課
長

　
大

島
　

一
博

施
策

の
概

要

本
施

策
は

次
の

事
項

を
柱

に
実

施
し

て
い

る
。

・
保

険
者

の
機

能
強

化
を

通
じ

て
、

医
療

保
険

財
政

の
安

定
を

図
る

こ
と

・
保

険
者

の
適

用
・
徴

収
・
給

付
適

正
化

に
向

け
た

事
務

を
適

切
か

つ
効

率
的

な
も

の
と

す
る

こ
と

・
審

査
支

払
機

関
の

事
務

が
適

正
か

つ
効

率
的

な
も

の
と

す
る

こ
と

政
策

体
系

上
の

位
置

づ
け

基
本

目
標

Ⅰ
　

 安
心

・
信

頼
し

て
か

か
れ

る
医

療
の

確
保

と
国

民
の

健
康

作
り

を
推

進
す

る
こ

と
施

策
大

目
標

９
 全

国
民

に
必

要
な

医
療

を
保

障
で

き
る

安
定

的
・
効

率
的

な
医

療
保

険
制

度
を

構
築

す
る

こ
と

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

区
分

2
7
年

度
要

求
額

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

施
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

年
月

日
関

係
部

分
（
概

要
・
記

載
箇

所
）

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

(a
)

9
,7

0
1
,0

0
9
,1

0
4

補
正

予
算

(b
)

繰
越

し
等

©

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

(評
価

予
定

表
）

測
定

指
標

（
定

量
的

）
基

準
値

目
標

値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

合
計

(d
=
a+

b
+
c
)

9
7
0
1
0
0
9
1
0
4

執
行

額
(千

円
、

e
)

執
行

率
(％

、
e
/
d
）

1

各
医

療
保

険
制

度
に

お
け

る
保

険
料

（
税

）
の

収
納

率
―

―
―

―

施
策

の
背

景
・
枠

組
み

（
根

拠
法

令
、

政
府

決
定

、
関

連
計

画
等

）

我
が

国
の

医
療

保
険

制
度

に
お

い
て

は
、

全
て

の
国

民
が

職
業

・
地

域
に

応
じ

て
健

康
保

険
や

国
民

健
康

保
険

と
い

っ
た

公
的

医
療

保
険

制
度

に
加

入
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

病
気

等
の

際
に

は
、

保
険

証
１

枚
で

一
定

の
自

己
負

担
に

よ
り

必
要

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

、
誰

も
が

安
心

し
て

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

医
療

制
度

を
実

現
し

、
世

界
最

長
の

平
均

寿
命

や
高

い
保

健
医

療
水

準
を

達
成

し
て

き
た

。
　

一
方

で
、

国
民

皆
保

険
達

成
か

ら
半

世
紀

を
超

え
、

少
子

高
齢

化
の

進
展

、
非

正
規

雇
用

の
増

加
な

ど
雇

用
基

盤
の

変
化

、
医

療
の

高
度

化
等

、
医

療
を

取
り

巻
く
環

境
は

大
き

く
変

化
し

て
い

る
。

今
後

と
も

必
要

な
医

療
を

確
保

し
つ

つ
、

こ
れ

ら
の

社
会

経
済

情
勢

の
変

化
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

効
率

化
・
重

点
化

に
取

り
組

み
つ

つ
、

医
療

保
険

制
度

の
機

能
強

化
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

【
根

拠
法

令
等

】
　

○
　

健
康

保
険

法
（
大

正
1
1
年

法
律

第
7
0
号

）
　

○
　

国
民

健
康

保
険

法
（
昭

和
3
3
年

法
律

第
1
9
2
号

）
　

○
　

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
5
7
年

法
律

第
8
0
号

）
　

　
　

　
　

等

医
療

保
険

者
ご

と
の

財
政

の
状

況
を

参
照

す
る

た
め

健
康

保
険

組
合

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

年
度

ご
と

の
実

績
値

目
標

年
度

国
保

組
合

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

市
町

村
国

保
―

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

全
国

健
康

保
険

協
会

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

後
期

高
齢

者
広

域
連

合
―

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

（
厚

生
労

働
省

２
６

（
Ⅰ

－
９

－
１

）
）

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

○
○

別
紙

１
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―
―

―
―

―

―
―

―
―

―

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

調
査

中
―

―
―

―

2
8
.9

%
以

上
6
5
.8

7
%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

6
5
.8

7
%

―
―

―
―

2
3
.2

%
以

上
4
0
.8

5
%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

4
0
.8

5
%

―
―

―
―

4
0
.4

%
以

上
7
2
.3

4
%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

7
2
.3

4
%

―
―

―
―

1
0
0
%

1
0
0
%

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

1
0
0
%

―
―

―
―

8
6
.0

9
円

以
下

8
3
.7

7
円

以
下

前
年

度
以

下
前

年
度

以
下

か
つ

8
0
.0

0
円

以
下

検
討

中

8
3
.7

7
円

―
―

―
―

―
―

―
―

―

―
―

―
―

―

9
0
.6

%
以

上
9
2
.1

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
2
.1

%
―

―
―

―

9
9
.9

%
以

上
9
9
.9

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
9
.9

%
―

―
―

―

9
2
.8

%
以

上
9
4
.2

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
4
.2

%
―

―
―

―

4
5
.3

%
以

上
5
4
.7

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

5
4
.7

%
―

―
―

―

9
9
.9

%
以

上
9
9
.9

%
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

9
9
.9

%
―

―
―

―

2

各
医

療
保

険
制

度
に

お
け

る
後

発
医

薬
品

差
額

通
知

実
施

保
険

者
数

の
割

合
―

―
―

―

市
町

村
国

保
―

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

国
保

組
合

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

保
険

者
に

よ
る

後
発

医
薬

品
の

勧
奨

状
況

を
参

照
す

る
た

め

健
康

保
険

組
合

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

全
国

健
康

保
険

協
会

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

後
期

高
齢

者
広

域
連

合
―

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

定
員

削
減

、
職

員
給

与
費

の
見

直
し

（
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
指

数
を

お
お

む
ね

１
０

０
以

下
に

引
き

下
げ

）
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

関
連

経
費

の
縮

減
等

、
人

件
費

及
び

物
件

費
の

両
面

に
わ

た
る

総
コ

ス
ト

削
減

に
取

り
組

み
、

全
レ

セ
プ

ト
の

平
均

手
数

料
に

つ
い

て
、

平
成

２
７

年
度

に
は

、
ピ

ー
ク

時
の

平
成

９
年

度
決

算
と

比
較

し
て

２
５

％
以

上
下

回
る

水
準

に
相

当
す

る
８

０
．

０
０

円
以

下
と

な
る

よ
う

、
段

階
的

に
引

き
下

げ
る

。

4

レ
セ

プ
ト

の
電

子
化

率
―

―
―

―
審

査
支

払
機

関
に

お
け

る
事

務
の

効
率

化
状

況
を

参
照

す
る

た
め

総
計

―

3
社

会
保

険
診

療
報

酬
支

払
基

金
に

お
け

る
審

査
支

払
平

均
手

数
料

分
―

―

前
年

度
以

下
（
平

成
2
7
年

度
に

は
8
0
.0

0
円

以
下

）

毎
年

度

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

病
院

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

歯
科

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―

診
療

所
―

―
前

年
度

以
上

毎
年

度
―

調
剤

―
―

前
年

度
以

上
毎

年
度

―
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―
―

―
―

―

―
―

―
―

―

２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

―
―

―
―

―

２
４

年
度

２
５

年
度

(1
)

医
療

保
険

給
付

費
国

庫
負

担
金

等
（
大

正
1
5
年

度
等

）

8
兆

5
,9

4
8
億

円
(8

兆
5
9
4
8
億

円
)

8
兆

8
,8

1
0
億

円
（
8
兆

8
8
1
0
億

円
）

9
兆

1
,5

7
6
億

円
―

2
3
0

(2
)

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
事

業
費

補
助

金
（
平

成
２

０
年

度
）

9
2
億

円
（
7
0
億

円
）

4
8
億

円
（
4
7
億

円
）

3
.5

億
円

―
2
3
2

(3
)

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
事

業
費

補
助

金 （
平

成
２

０
年

度
）

6
3
億

円
（
6
3
億

円
）

4
1
億

円
（
4
1
億

円
）

4
4
億

円
―

2
3
3

(4
)

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
関

係
業

務
事

業
費

補
助

金
（
平

成
２

０
年

度
）

1
1
億

円
（
1
0
億

円
）

1
0
億

円
（
1
0
億

円
）

9
億

円
―

2
3
4

(5
)

高
齢

者
医

療
運

営
円

滑
化

等
補

助
金

（
平

成
２

０
年

度
）

3
0
9
億

円
（
3
0
9
億

円
）

3
5
8
億

円
（
3
5
8
億

円
）

2
7
3
億

円
―

2
3
5

(6
)

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
臨

時
特

例
交

付
金

（
平

成
２

０
年

度
）

2
,6

7
5
億

円
（
2
6
7
5
億

円
）

0
2
,6

1
7
億

円
―

2
3
6

(7
)

健
康

保
険

組
合

給
付

費
等

臨
時

補
助

金 （
昭

和
3
3
年

度
）

1
6
億

円
（
1
6
億

円
）

1
5
億

円
（
1
2
億

円
）

9
億

円
―

2
3
7

(8
)

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
等

補
助

金 （
昭

和
5
2
年

度
）

5
4
.9

億
円

（
5
4
.9

億
円

）
5
1
.6

億
円

（
5
1
.6

億
円

）
4
4
.2

億
円

―
2
3
8

(9
)

全
国

健
康

保
険

協
会

事
務

費
負

担
金

（
平

成
2
0
年

度
）

9
3
億

円
（
9
3
億

円
）

8
7
億

円
（
8
7
億

円
）

8
5
億

円
―

2
3
9

(1
0
)

健
康

保
険

組
合

事
務

費
負

担
金

（
大

正
1
5
年

度
）

3
5
億

円
（
3
5
億

円
）

3
2
億

円
（
3
2
億

円
）

3
2
億

円
―

2
4
0

(1
1
)

行
政

指
導

費
（
昭

和
4
0
年

度
）

7
0
百

万
円

（
4
3
百

万
円

）
7
9
百

万
円

（
7
9
百

万
円

）
5
9
百

万
円

―
2
4
1

(1
2
)

医
療

保
険

制
度

企
画

調
査

費
（
昭

和
4
2
年

度
）

6
3
百

万
円

（
5
0
百

万
円

）
6
2
百

万
円

（
5
9
百

万
円

）
6
2
百

万
円

―
2
4
2

目
標

年
度

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

―
―

―
―

測
定

指
標

（
定

性
的

）
目

標
施

策
の

進
捗

状
況

（
目

標
）

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

（
参

考
）
測

定
指

標

―

―

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

補
正

後
予

算
額

（
執

行
額

）
２

６
年

度
当

初
予

算
額

関
連

す
る

指
標

番
号

達
成

手
段

の
概

要
等

平
成

２
６

年
度

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号

保
険

財
政

の
基

盤
が

ぜ
い

弱
な

た
め

健
康

保
険

事
業

の
運

営
に

支
障

を
き

た
す

お
そ

れ
の

あ
る

健
康

保
険

組
合

に
対

し
、

そ
の

事
業

の
執

行
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

、
保

険
給

付
費

等
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

補
助

を
行

い
、

そ
の

事
業

の
円

滑
な

運
営

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
医

療
給

付
費

の
増

嵩
に

よ
り

財
政

が
窮

迫
し

て
い

る
健

康
保

険
組

合
に

対
し

て
、

給
付

費
等

の
一

部
を

補
助

す
る

こ
と

で
、

健
康

保
険

組
合

の
円

滑
な

事
業

運
営

に
資

す
る

。

　
国

民
健

康
保

険
事

業
の

運
営

の
安

定
化

を
図

る
た

め
、

国
民

健
康

保
険

中
央

会
及

び
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

が
行

う
国

保
保

険
者

の
共

同
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
の

事
業

に
対

し
、

国
庫

負
担

を
行

う
事

業
（
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

等
補

助
金

）
を

実
施

し
て

い
る

。
も

っ
て

国
民

健
康

保
険

中
央

会
及

び
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

へ
の

国
庫

補
助

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

以
下

に
よ

り
、

全
国

健
康

保
険

協
会

の
事

務
費

の
一

部
を

国
が

負
担

す
る

こ
と

で
、

被
保

険
者

ら
の

保
険

料
負

担
を

軽
減

し
て

い
る

。
な

お
、

全
国

健
康

保
険

協
会

に
お

い
て

は
、

毎
年

前
年

の
水

準
を

下
回

る
こ

と
を

目
標

に
事

務
費

の
削

減
を

行
っ

て
い

る
。

①
全

国
健

康
保

険
協

会
の

健
康

保
険

事
業

の
事

務
の

執
行

に
要

す
る

費
用

の
負

担
金

②
全

国
健

康
保

険
協

会
の

船
員

保
険

事
業

の
事

務
の

執
行

に
要

す
る

費
用

の
負

担
金

③
退

職
手

当
引

当
金

健
康

保
険

組
合

が
行

う
健

康
保

険
事

業
の

事
務

の
執

行
に

要
す

る
費

用
の

負
担

金
。

事
務

費
負

担
金

は
、

各
健

康
保

険
組

合
の

被
保

険
者

数
に

応
じ

て
負

担
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
社

会
保

障
関

係
費

の
量

的
縮

減
目

標
に

資
す

る
た

め
、

平
成

1
0
年

度
か

ら
2
0
年

度
ま

で
は

対
象

経
費

の
1
/
4
を

削
減

し
、

平
成

2
1
年

度
以

降
は

1
/
2
を

削
減

し
て

い
る

。

主
意

書
及

び
会

議
資

料
の

印
刷

に
か

か
る

費
用

を
支

出
す

る
。

職
員

が
使

用
す

る
保

険
制

度
資

料
等

を
作

成
し

、
効

率
的

か
つ

円
滑

に
事

業
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

期
間

業
務

職
員

の
雇

用
（
国

の
事

業
を

遂
行

す
る

た
め

に
必

要
な

業
務

の
補

助
と

し
て

職
員

の
労

働
力

の
カ

バ
ー

）
に

か
か

る
費

用
を

支
出

す
る

。
業

務
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
に

期
間

業
務

職
員

の
雇

用
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

健
康

保
険

法
、

国
民

健
康

保
険

法
及

び
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

等
に

基
づ

き
、

各
医

療
保

険
者

に
対

し
医

療
費

等
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
負

担
す

る
。

（
主

な
国

庫
負

担
割

合
：
協

会
け

ん
ぽ

：
1
6
4
/
1
0
0
0
、

市
町

村
国

保
：
3
2
/
1
0
0
及

び
9
/
1
0
0
、

後
期

高
齢

者
医

療
：
3
/
1
2
及

び
1
/
1
2
　

等
）

も
っ

て
保

険
者

へ
の

国
庫

補
助

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

高
齢

者
医

療
の

円
滑

か
つ

健
全

な
運

営
に

資
す

る
た

め
、

糖
尿

病
性

腎
症

重
症

化
予

防
事

業
等

の
保

険
者

等
が

行
う

事
業

に
つ

い
て

補
助

す
る

も
の

で
あ

る
。

も
っ

て
保

険
者

等
へ

の
国

庫
補

助
を

通
じ

て
医

療
保

険
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

後
期

高
齢

者
医

療
に

係
る

事
業

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

に
対

し
健

康
診

査
、

医
療

費
適

正
化

及
び

特
別

高
額

医
療

費
共

同
事

業
に

要
す

る
経

費
の

一
部

に
つ

い
て

補
助

す
る

。
も

っ
て

保
険

者
等

へ
の

国
庫

補
助

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
に

関
す

る
事

務
を

効
率

的
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

及
び

国
民

健
康

保
険

中
央

会
が

行
う

事
業

（
第

三
者

求
償

事
業

、
レ

セ
プ

ト
電

算
処

理
シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
等

）
に

要
す

る
経

費
の

一
部

に
つ

い
て

補
助

す
る

。
も

っ
て

保
険

者
等

へ
の

国
庫

補
助

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

高
齢

者
医

療
制

度
の

基
盤

の
安

定
化

を
図

る
た

め
、

被
用

者
保

険
保

険
者

の
後

期
高

齢
者

医
療

支
援

金
等

の
負

担
緩

和
及

び
特

定
保

健
指

導
等

の
実

施
に

対
す

る
助

成
を

行
う

。
も

っ
て

保
険

者
へ

の
国

庫
補

助
を

通
じ

て
医

療
保

険
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

高
齢

者
医

療
制

度
の

円
滑

な
実

施
を

図
る

た
め

、
7
0
歳

か
ら

7
4
歳

の
高

齢
者

（
誕

生
日

が
昭

和
1
9
年

４
月

１
日

ま
で

の
者

に
限

る
）
の

医
療

費
の

自
己

負
担

を
１

割
と

す
る

た
め

の
費

用
並

び
に

低
所

得
者

及
び

被
用

者
保

険
の

被
扶

養
者

で
あ

っ
た

者
の

保
険

料
を

軽
減

す
る

た
め

の
費

用
を

交
付

す
る

。
も

っ
て

保
険

者
等

へ
の

交
付

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。
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(1
3
)

健
康

保
険

組
合

指
導

等
に

必
要

な
経

費
（
昭

和
5
7
年

度
）

1
0
.0

百
万

円
（
3
.2

百
万

円
）

4
.7

百
万

円
（
2
.5

百
万

円
）

4
.0

百
万

円
―

2
4
3

(1
4
)

国
民

健
康

保
険

保
険

者
等

指
導

費
（
①

昭
和

5
2
年

度
、

②
平

成
1
2
年

度
）

8
百

万
円

（
4
百

万
円

）
8
百

万
円

（
4
百

万
円

）
5
百

万
円

―
2
4
4

(1
5
)

医
療

担
当

者
指

導
費

（
昭

和
2
5
年

度
）

4
百

万
円

（
2
百

万
円

）
1
2
百

万
円

（
1
2
百

万
円

）
6
百

万
円

―
2
4
5

(1
6
)

診
療

内
容

及
び

薬
剤

使
用

状
況

調
査

費 （
昭

和
2
5
年

度
）

9
百

万
円

（
9
百

万
円

）
9
百

万
円

（
9
百

万
円

）
9
百

万
円

―
2
4
6

(1
7
)

医
療

保
険

統
計

分
析

等
経

費
（
昭

和
4
5
年

度
）

2
.4

百
万

円
（
2
.0

百
万

円
）

2
.2

百
万

円
（
1
.9

百
万

円
）

2
.2

百
万

円
―

2
4
7

(1
8
)

医
療

保
険

実
態

調
査

費
（
昭

和
3
9
年

度
）

3
.6

百
万

円
（
2
.9

百
万

円
）

5
.8

百
万

円
（
2
.3

百
万

円
）

5
.8

百
万

円
―

2
4
8

(1
9
)

後
期

高
齢

者
医

療
企

画
指

導
費

(平
成

2
0
年

度
）

2
.2

百
万

円
（
0
.3

百
万

円
）

0
.4

百
万

円
（
0
.4

百
万

円
）

0
.3

百
万

円
―

2
4
9

(2
0
)

国
民

健
康

保
険

の
財

政
対

策
に

必
要

な
経

費
（
平

成
2
0
年

度
）

1
9
百

万
円

（
1
0
百

万
円

）
8
百

万
円

（
5
百

万
円

）
1
8
百

万
円

―
2
5
0

(2
1
)

薬
価

基
準

改
正

経
費

（
昭

和
5
1
年

度
）

1
1
百

万
円

（
6
百

万
円

）
8
百

万
円

（
8
百

万
円

）
9
百

万
円

―
2
5
1

(2
2
)

顧
問

医
師

等
の

雇
上

げ
に

要
す

る
経

費
（
昭

和
５

９
年

度
）

4
.１

百
万

円
（
3
.0

百
万

円
）

3
.2

百
万

円
（
3
.2

百
万

円
）

3
.4

百
万

円
―

2
5
2

(2
3
)

保
険

医
療

材
料

等
の

価
格

情
報

収
集

費 （
平

成
6
年

度
）

1
6
百

万
円

（
1
5
百

万
円

）
3
9
百

万
円

（
3
4
百

万
円

）
3
7
百

万
円

―
2
5
3

(2
4
)

医
療

経
済

実
態

等
調

査
費

（
昭

和
４

２
年

度
）

9
5
百

万
円

（
4
1
百

万
円

）
1
8
6
百

万
円

（
1
2
3
百

円
）

1
7
1
百

万
円

―
2
5
4

(2
5
)

医
療

指
導

監
査

官
の

活
動

に
要

す
る

経
費 （
昭

和
５

４
年

度
）

2
0
百

万
円

（
1
7
百

万
円

）
2
2
百

万
円

（
1
8
百

万
円

）
2
2
百

万
円

―
2
5
5

(2
6
)

歯
科

技
工

料
調

査
費

（
昭

和
6
2
年

度
）

―
1
8
百

万
円

（
2
7
百

万
円

）
9
百

万
円

―
2
5
6

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
に

関
わ

る
都

道
府

県
及

び
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

へ
の

指
導

等
を

行
う

都
道

府
県

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

の
開

催
に

要
す

る
事

務
費

で
あ

る
。

も
っ

て
会

議
の

開
催

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

①
　

各
種

補
助

金
等

の
適

正
か

つ
効

率
的

な
交

付
決

定
を

行
う

た
め

の
「
国

保
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
シ

ス
テ

ム
」
に

か
か

る
シ

ス
テ

ム
改

修
②

　
国

民
健

康
保

険
事

業
運

営
安

定
化

基
準

超
過

費
用

額
共

同
負

担
金

算
出

（
平

成
２

４
年

度
ま

で
）

③
　

国
民

健
康

保
険

安
定

化
計

画
の

指
定

市
町

村
地

域
差

指
数

等
算

出
④

　
国

民
健

康
保

険
基

準
給

付
基

礎
調

査
票

入
力

集
計

⑤
　

国
民

健
康

保
険

組
合

の
所

得
状

況
等

報
告

（
５

年
毎

）
　

補
助

金
等

執
行

事
務

の
効

率
化

を
図

り
、

国
民

健
康

保
険

保
険

者
へ

の
各

種
補

助
金

等
の

適
正

か
つ

効
率

的
な

執
行

を
確

保
す

る
こ

と
等

を
通

じ
て

医
療

保
険

の
適

正
か

つ
安

定
的

な
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

　
既

収
載

医
薬

品
（
約

１
万

６
千

品
目

）
の

薬
価

算
定

の
基

礎
資

料
と

す
る

た
め

、
医

政
局

経
済

課
が

過
去

３
カ

年
間

に
実

施
し

た
薬

価
調

査
の

デ
ー

タ
及

び
隔

年
で

実
施

す
る

薬
価

本
調

査
の

デ
ー

タ
を

用
い

る
等

に
よ

り
、

全
薬

価
基

準
収

載
医

薬
品

に
つ

い
て

薬
価

調
査

結
果

の
概

要
を

整
え

、
品

目
ご

と
、

薬
効

群
ご

と
等

の
薬

価
ベ

ー
ス

取
引

金
額

、
使

用
量

の
推

移
等

が
解

析
で

き
る

デ
ー

タ
を

作
成

す
る

。
　

診
療

報
酬

改
定

に
併

せ
て

「
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

（
平

成
２

０
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

５
９

号
）
」
の

規
定

に
基

づ
き

定
め

る
「
使

用
薬

剤
の

薬
価

（
薬

価
基

準
）
（
平

成
２

０
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

６
０

号
）
」
の

改
正

を
行

う
に

際
し

、
当

該
基

準
既

収
載

品
の

薬
価

の
算

定
を

正
確

か
つ

精
密

に
行

う
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

の
集

計
・
分

析
・
整

理
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

顧
問

医
師

団
会

議
を

開
催

し
て

い
る

。
　

保
険

医
療

機
関

等
の

指
導

・
監

査
に

際
し

、
医

療
技

術
の

進
歩

が
著

し
い

中
、

診
療

内
容

の
当

・
不

当
の

判
断

等
に

つ
い

て
、

医
学

的
に

高
度

か
つ

専
門

的
な

判
断

を
求

め
ら

れ
る

事
例

に
対

し
、

専
門

的
見

地
か

ら
助

言
を

お
願

い
し

て
い

る
医

療
技

術
参

与
に

ご
参

集
い

た
だ

き
、

指
導

・
監

査
に

関
し

共
通

的
認

識
を

持
っ

て
い

た
だ

く
こ

と
が

で
き

る
。

海
外

調
査

に
つ

い
て

は
、

英
、

米
、

独
、

仏
、

豪
以

外
の

国
に

お
け

る
医

療
材

料
価

格
、

こ
れ

ら
の

国
の

流
通

シ
ス

テ
ム

、
薬

事
審

査
体

制
及

び
附

帯
的

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
状

況
等

に
つ

い
て

調
査

を
実

施
し

、
質

問
票

を
各

国
政

府
及

び
調

査
対

象
機

関
に

送
付

し
、

さ
ら

に
、

実
地

調
査

に
お

い
て

、
調

査
対

象
機

関
を

訪
問

し
、

質
問

票
に

対
す

る
回

答
を

得
る

と
と

も
に

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
通

し
て

問
題

点
を

掘
り

下
げ

る
と

と
も

に
、

関
係

施
設

へ
の

実
態

調
査

等
を

行
う

。
国

内
調

査
に

つ
い

て
は

、
保

険
材

料
を

購
入

し
て

い
る

保
険

医
療

機
関

に
対

し
て

、
購

入
費

用
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

、
材

料
購

入
の

状
況

に
関

す
る

調
査

を
実

施
す

る
。

保
険

医
療

材
料

の
保

険
適

用
に

つ
い

て
、

厚
生

（
支

）
局

や
関

係
団

体
に

通
知

す
る

上
で

、
膨

大
な

量
で

あ
る

保
険

適
用

希
望

書
の

デ
ー

タ
入

力
業

務
を

実
施

す
る

。
　

上
記

に
よ

り
外

国
に

お
け

る
保

険
医

療
材

料
に

関
す

る
保

険
償

還
価

格
や

市
場

実
勢

価
格

等
に

関
す

る
情

報
及

び
医

療
材

料
の

流
通

形
態

等
に

関
す

る
情

報
を

収
集

し
、

日
本

と
の

比
較

・
分

析
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
改

定
年

度
に

つ
い

て
は

、
国

内
に

お
け

る
手

技
毎

の
医

療
材

料
の

費
用

に
つ

い
て

の
調

査
も

実
施

し
、

こ
れ

ら
の

調
査

結
果

を
も

っ
て

、
診

療
報

酬
改

定
の

議
論

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

。
さ

ら
に

、
保

険
医

療
材

料
の

保
険

適
用

に
つ

い
て

の
デ

ー
タ

作
成

を
実

施
し

、
厚

生
（
支

）
局

、
関

係
団

体
等

へ
通

知
す

る
。

医
療

機
関

等
に

関
す

る
以

下
の

調
査

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
医

療
機

関
等

に
お

け
る

医
業

経
営

等
の

実
態

を
明

ら
か

に
し

、
社

会
保

険
診

療
報

酬
に

関
す

る
基

礎
資

料
を

整
備

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
病

院
、

一
般

診
療

所
、

歯
科

診
療

所
、

保
険

薬
局

に
対

す
る

施
設

全
体

の
収

支
状

況
を

把
握

す
る

た
め

の
調

査
（
医

療
機

関
等

調
査

）
・
病

院
に

対
す

る
各

診
療

科
ご

と
の

収
支

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

調
査

（
事

例
調

査
）

・
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

訪
問

看
護

療
養

費
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
の

調
査

（
訪

問
看

護
療

養
費

実
態

調
査

）
・
柔

道
整

復
、

は
り

・
き

ゅ
う

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
、

治
療

用
装

具
等

の
療

養
費

の
実

態
を

把
握

す
る

た
め

の
調

査
（
療

養
費

実
態

調
査

）

①
毎

年
度

開
催

す
る

健
康

保
険

組
合

及
び

社
会

保
険

資
料

報
酬

支
払

基
金

功
績

者
大

臣
表

彰
に

係
る

大
臣

表
彰

状
の

印
刷

、
舞

台
設

営
の

実
施

。
大

臣
表

彰
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

医
療

保
険

制
度

の
事

業
運

営
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。

②
健

康
保

険
組

合
等

へ
各

種
通

知
の

印
刷

、
発

送
す

る
事

業
を

実
施

。
健

康
保

険
法

等
に

関
す

る
各

種
改

正
に

つ
い

て
の

周
知

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
適

正
な

制
度

運
営

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
と

見
込

ん
で

い
る

。

①
　

国
民

健
康

保
険

功
績

者
大

臣
表

彰
に

係
る

表
彰

状
の

印
刷

（
印

刷
製

本
費

）
、

会
場

設
営

（
雑

役
務

費
）

②
　

都
道

府
県

、
政

令
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
国

民
健

康
保

険
主

管
課

（
部

）
長

を
対

象
と

し
た

会
議

に
使

用
す

る
資

料
印

刷
（
印

刷
製

本
費

）
③

　
そ

の
他

（
国

民
健

康
保

険
制

度
資

料
集

印
刷

（
印

刷
製

本
費

）
、

職
員

旅
費

、
諸

謝
金

、
委

員
等

旅
費

等
）

　
国

民
健

康
保

険
事

業
の

発
展

に
資

す
る

た
め

の
国

民
健

康
保

険
功

績
者

大
臣

表
彰

、
全

国
国

民
健

康
保

険
主

管
課

（
部

）
長

会
議

の
開

催
、

研
修

や
講

演
の

実
施

等
を

通
じ

て
医

療
保

険
の

適
正

か
つ

安
定

的
な

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

以
下

に
よ

り
、

診
療

報
酬

改
定

を
円

滑
に

行
う

と
と

も
に

、
医

療
指

導
を

行
う

者
に

対
し

、
そ

の
業

務
を

支
障

な
く
行

わ
せ

る
こ

と
に

資
す

る
。

・
中

央
社

会
医

療
保

険
協

議
会

に
必

要
と

す
る

診
療

報
酬

改
定

関
係

等
資

料
の

印
刷

。
・
診

療
報

酬
改

定
に

際
し

、
改

定
内

容
の

周
知

徹
底

等
の

業
務

を
行

う
こ

と
に

よ
る

職
員

へ
の

旅
費

等
。

　
医

薬
品

の
価

格
決

定
シ

ス
テ

ム
や

後
発

医
薬

品
の

使
用

促
進

策
等

、
我

が
国

の
薬

剤
給

付
の

あ
り

方
の

検
討

に
必

要
な

調
査

項
目

に
つ

い
て

、
文

献
調

査
を

行
う

と
と

も
に

、
欧

米
４

か
国

に
調

査
団

を
派

遣
し

、
各

国
の

薬
局

、
薬

剤
師

会
、

保
険

担
当

部
門

、
医

療
機

関
、

製
薬

団
体

等
を

訪
問

し
、

実
地

調
査

を
行

う
。

　
政

府
決

定
等

に
お

い
て

、
薬

価
制

度
上

の
革

新
的

医
薬

品
の

適
切

な
評

価
や

後
発

医
薬

品
の

使
用

促
進

が
重

要
課

題
と

し
て

挙
げ

ら
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

施
策

の
推

進
を

図
る

必
要

が
あ

り
、

 諸
外

国
の

医
薬

品
に

係
る

制
度

改
革

の
実

態
・
取

り
組

み
を

把
握

し
、

我
が

国
の

今
後

の
薬

剤
使

用
の

一
層

の
適

正
化

に
向

け
た

価
格

シ
ス

テ
ム

、
薬

局
・
薬

剤
師

の
役

割
、

そ
の

評
価

の
あ

り
方

等
の

検
討

・
考

察
を

行
う

と
と

も
に

、
後

発
医

薬
品

使
用

促
進

に
か

か
る

検
討

を
的

確
に

行
う

た
め

の
基

礎
資

料
を

収
集

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

各
制

度
の

事
業

状
況

等
を

把
握

し
、

月
報

・
年

報
等

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
公

表
す

る
。

も
っ

て
医

療
保

険
各

制
度

の
事

業
状

況
等

を
把

握
す

る
こ

と
で

、
医

療
保

険
制

度
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

各
制

度
の

年
齢

構
成

や
保

険
料

賦
課

状
況

等
を

把
握

し
、

実
態

調
査

報
告

書
と

し
て

取
り

ま
と

め
公

表
す

る
。

も
っ

て
医

療
保

険
各

制
度

の
実

態
を

把
握

す
る

こ
と

で
、

医
療

保
険

制
度

の
安

定
的

運
営

に
寄

与
し

て
い

る
。

・
全

国
統

一
の

実
施

要
領

を
作

成
す

る
こ

と
は

、
指

導
監

査
業

務
の

標
準

化
・
統

一
化

に
資

す
る

こ
と

等
か

ら
、

国
が

実
施

す
べ

き
事

業
で

あ
る

た
め

、
平

成
２

４
年

度
に

お
い

て
全

国
統

一
の

実
施

要
領

を
作

成
し

、
地

方
厚

生
(支

)局
へ

配
布

す
る

。
・
保

険
診

療
の

質
向

上
及

び
適

正
化

の
た

め
、

全
国

統
一

の
実

施
要

領
を

作
成

し
、

指
導

監
査

等
の

標
準

化
・
統

一
化

を
行

い
、

さ
ら

な
る

指
導

・
監

査
の

充
実

を
図

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
歯

科
医

療
機

関
と

歯
科

技
工

所
を

対
象

と
し

、
歯

科
医

療
機

関
に

つ
い

て
は

、
歯

科
技

工
所

か
ら

納
入

さ
れ

た
歯

科
技

工
物

の
歯

科
技

工
料

を
調

査
し

、
歯

科
技

工
所

に
つ

い
て

は
、

当
該

歯
科

技
工

料
を

納
入

面
か

ら
調

査
す

る
。

歯
科

医
療

機
関

に
つ

い
て

は
、

1
,4

0
0
カ

所
（
母

集
団

6
8
,0

0
0
カ

所
）
、

歯
科

技
工

所
に

つ
い

て
は

、
1
,2

0
0
カ

所
（
母

集
団

4
,9

0
0
カ

所
）
を

無
作

為
に

抽
出

し
、

こ
れ

ら
の

調
査

客
体

に
７

月
中

に
出

納
さ

れ
た

歯
科

技
工

物
に

つ
い

て
の

歯
科

技
工

料
を

調
査

す
る

。
　

歯
冠

修
復

及
び

欠
損

補
綴

に
際

し
て

用
い

ら
れ

る
各

種
歯

科
技

工
物

の
歯

科
技

工
料

を
調

査
し

、
歯

科
保

険
医

療
に

つ
い

て
検

討
す

る
た

め
の

基
礎

資
料

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
。
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(2
7
)

衛
生

検
査

所
検

査
料

金
調

査
費

（
昭

和
5
6
年

度
）

―
2
百

万
円

（
2
百

万
円

）
2
百

万
円

―
2
5
7

(2
8
)

保
険

診
療

の
効

率
化

に
関

す
る

調
査

検
討

費
（
平

成
1
0
年

度
）

1
9
百

万
円

（
1
0
百

万
円

）
1
6
百

万
円

（
9
百

万
円

）
2
0
百

万
円

―
2
5
8

(2
9
)

審
査

事
務

の
機

械
化

に
要

す
る

経
費

（
平

成
元

年
度

）
3
百

万
円

（
3
百

万
円

）
4
百

万
円

（
3
百

万
円

）
3
百

万
円

―
2
5
9

(3
0
)

医
療

保
険

制
度

改
正

経
費

（
昭

和
4
6
年

度
）

4
3
百

万
円

（
4
1
百

万
円

）
3
7
百

万
円

（
2
9
百

万
円

）
4
8
百

万
円

―
2
6
0

(3
1
)

医
療

費
供

給
面

統
計

シ
ス

テ
ム

（
平

成
8
年

度
）

4
6
百

万
円

（
1
6
百

万
円

）
6
3
百

万
円

（
4
3
百

万
円

）
1
9
百

万
円

―
2
6
1

(3
2
)

全
国

健
康

保
険

協
会

業
績

評
価

関
係

経
費

事
業

（
平

成
2
1
年

度
）

0
.4

1
百

万
円

（
0
.2

7
百

万
円

）

0
.3

9
百

万
円

（
0
.4

1
百

万
円

）
0
.3

百
万

円
―

2
6
2

(3
3
)

診
療

報
酬

体
系

見
直

し
後

の
評

価
等

に
係

る
調

査
に

必
要

な
経

費
（
診

療
報

酬
の

見
直

し
に

係
る

意
見

募
集

に
必

要
な

経
費

、
見

直
し

後
の

診
療

報
酬

体
系

に
つ

い
て

の
評

価
に

係
る

調
査

及
び

先
進

医
療

に
関

す
る

調
査

研
究

）
（
平

成
１

８
年

度
）

6
8
百

万
円

（
6
8
百

万
円

）
8
5
百

万
円

（
8
4
百

万
円

）
8
7
百

万
円

―
2
6
3

(3
4
)

診
療

報
酬

体
系

見
直

し
後

の
評

価
等

に
係

る
調

査
に

必
要

な
経

費
（
「
急

性
期

の
包

括
評

価
に

係
る

調
査

に
要

す
る

経
費

」
及

び
「
Ｄ

Ｐ
Ｃ

制
度

の
見

直
し

に
係

る
調

査
経

費
」
）

（
平

成
1
5
年

度
）

5
0
0
百

万
円

（
4
8
8
百

万
円

）

6
9
5
百

万
円

（
5
6
1
百

万
円

）
5
0
5
百

万
円

―
2
6
4

(3
5
)

診
療

報
酬

体
系

見
直

し
後

の
評

価
等

に
係

る
調

査
に

必
要

な
経

費
（
慢

性
期

入
院

医
療

等
の

評
価

に
関

す
る

調
査

研
究

）
（
平

成
１

６
年

度
）

2
0
0
万

円
（
1
0
9
万

円
）

4
1
百

万
円

（
4
0
百

万
円

）
2
1
6
百

万
円

―
2
6
5

(3
6
)

国
民

健
康

保
険

組
合

出
産

育
児

一
時

金
等

補
助

金
（
①

昭
和

3
7
年

度
・
②

平
成

1
5
年

度
）

4
6
.8

億
円

（
4
6
.8

億
円

）
4
5
.9

億
円

（
4
5
.9

億
円

）
4
4
.4

億
円

―
2
6
6

(3
7
)

国
民

健
康

保
険

組
合

事
務

費
負

担
金

(昭
和

2
1
年

度
)

2
6
.5

億
円

（
2
6
.5

億
円

）
2
5
.1

億
円

（
2
5
.1

億
円

）
2
4
.1

億
円

―
2
6
7

(3
8
)

医
療

費
情

報
総

合
管

理
分

析
シ

ス
テ

ム
に

要
す

る
経

費
（
昭

和
6
1
年

度
）

2
7
8
百

万
円

（
9
3
億

円
）

1
8
0
百

万
円

（
1
5
0
百

万
円

）
1
4
9
百

万
円

―
2
6
8

(3
9
)

レ
セ

プ
ト

電
算

処
理

シ
ス

テ
ム

の
推

進
に

必
要

な
経

費
（
平

成
1
2
年

度
）

4
.3

0
億

円
（
3
.5

1
億

円
）

5
.7

1
億

円
（
3
.7

6
億

円
）

9
.6

1
億

円
4

2
6
9

(4
0
)

保
険

医
療

機
関

等
管

理
シ

ス
テ

ム
に

要
す

る
経

費
（
平

成
２

０
年

度
）

3
2
0
百

万
円

（
2
8
2
百

万
円

）

3
1
3
百

万
円

（
2
8
2
百

万
円

）
1
0
3
百

万
円

―
2
7
0

(4
1
)

再
審

査
事

件
等

処
理

シ
ス

テ
ム

に
要

す
る

経
費

（
平

成
2
0
年

度
）

1
7
百

万
円

（
6
百

万
円

）
1
2
百

万
円

（
9
百

万
円

）
1
2
百

万
円

―
2
7
1

医
療

供
給

サ
イ

ド
か

ら
の

医
療

費
デ

ー
タ

を
収

集
し

、
体

系
的

に
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

、
医

療
機

関
の

種
類

、
規

模
、

性
別

や
制

度
別

、
被

保
険

者
・
被

扶
養

者
別

等
に

医
療

費
の

動
向

を
分

析
す

る
。

も
っ

て
制

度
改

正
や

診
療

報
酬

改
定

等
の

医
療

保
険

行
政

の
政

策
決

定
に

寄
与

し
て

い
る

。

健
康

保
険

法
第

7
条

の
3
0
の

規
定

に
基

づ
き

、
全

国
健

康
保

険
協

会
の

行
う

健
康

保
険

事
業

等
の

事
業

年
度

ご
と

の
業

績
に

つ
い

て
評

価
を

行
う

。
全

国
健

康
保

険
協

会
の

事
業

に
お

け
る

評
価

を
適

切
に

行
う

こ
と

で
健

康
保

険
事

業
及

び
船

員
保

険
事

業
の

適
正

化
を

図
る

。
業

績
評

価
の

結
果

は
そ

の
後

の
全

国
健

康
保

険
協

会
の

事
業

計
画

に
反

映
さ

れ
る

。

・
5
～

6
項

目
の

調
査

項
目

に
つ

い
て

調
査

票
に

よ
り

調
査

を
実

施
し

、
提

出
さ

れ
た

調
査

票
の

集
計

、
分

析
を

行
い

、
そ

の
分

析
結

果
に

つ
い

て
内

容
の

検
証

、
評

価
を

行
う

。
・
関

係
学

会
等

か
ら

提
出

さ
れ

た
医

療
技

術
の

評
価

・
再

評
価

希
望

書
に

つ
い

て
評

価
を

行
う

。
・
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
利

用
し

て
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

を
実

施
し

、
広

く
国

民
の

意
見

を
募

集
す

る
。

　
前

回
の

診
療

報
酬

改
定

に
お

い
て

改
定

を
行

っ
た

事
項

に
つ

い
て

の
結

果
検

証
の

実
施

、
関

係
団

体
か

ら
提

出
さ

れ
る

医
療

技
術

や
先

進
医

療
に

つ
い

て
、

新
規

医
療

技
術

の
評

価
及

び
既

存
医

療
技

術
の

再
評

価
の

実
施

、
改

定
の

骨
子

に
対

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

実
施

に
よ

り
、

診
療

報
酬

改
定

を
行

う
上

で
の

資
料

を
得

て
、

診
療

報
酬

改
定

の
議

論
に

資
す

る
。

Ｄ
Ｐ

Ｃ
対

象
病

院
、

Ｄ
Ｐ

Ｃ
準

備
病

院
及

び
出

来
高

算
定

病
院

に
対

し
て

以
下

を
実

施
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

。
①

通
常

調
査

　
：
　

Ｄ
Ｐ

Ｃ
制

度
導

入
の

影
響

を
検

証
す

る
た

め
、

退
院

及
び

転
棟

患
者

を
対

象
と

し
て

、
傷

病
名

・
治

療
行

為
等

の
デ

ー
タ

収
集

を
実

施
す

る
調

査
②

特
別

調
査

　
：
　

再
入

院
・
再

転
棟

の
頻

度
や

そ
の

理
由

等
に

係
る

調
査

、
適

切
な

診
療

報
酬

の
請

求
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
調

整
係

数
見

直
し

に
伴

う
医

療
機

関
別

係
数

の
設

定
に

係
る

調
査

な
ど

、
医

療
機

関
を

対
象

と
し

て
実

施
す

る
調

査
③

そ
の

他
調

査
関

連
補

助
業

務
　

：
　

診
断

群
分

類
や

包
括

範
囲

の
妥

当
性

を
検

証
す

る
た

め
の

Ｍ
Ｄ

Ｃ
（
診

断
群

分
類

を
疾

患
分

野
別

に
大

別
し

た
主

要
診

断
群

分
類

）
毎

作
業

班
及

び
関

連
委

員
会

の
運

営
、

Ｄ
Ｐ

Ｃ
評

価
分

科
会

、
中

央
社

会
保

険
医

療
協

議
会

の
資

料
作

成
補

助
業

務
等

の
実

施
　

Ｄ
Ｐ

Ｃ
は

、
「
急

性
期

入
院

医
療

の
診

断
群

分
類

に
基

づ
く
、

１
日

当
た

り
の

包
括

評
価

制
度

」
で

あ
り

、
平

成
2
4
年

４
月

現
在

で
、

我
が

国
の

一
般

病
床

の
約

5
3
.8

%
を

占
め

る
診

療
報

酬
評

価
制

度
で

あ
る

。
当

該
調

査
は

、
中

央
社

会
保

険
医

療
協

議
会

の
付

託
を

受
け

た
Ｄ

Ｐ
Ｃ

評
価

分
科

会
の

も
と

で
、

Ｄ
Ｐ

Ｃ
制

度
導

入
に

よ
る

診
療

内
容

等
の

影
響

評
価

と
と

も
に

、
今

後
の

Ｄ
Ｐ

Ｃ
制

度
の

継
続

的
な

見
直

し
の

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

。

本
調

査
は

、
病

院
機

能
に

合
わ

せ
た

効
率

的
な

入
院

医
療

を
図

る
た

め
、

一
般

病
棟

入
院

基
本

料
、

亜
急

性
期

入
院

医
療

管
理

料
等

の
見

直
し

に
つ

い
て

の
影

響
を

調
査

・
検

証
等

す
る

こ
と

で
入

院
医

療
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
に

実
施

し
て

い
る

。
本

調
査

に
よ

り
病

院
機

能
に

合
わ

せ
た

効
率

的
な

入
院

医
療

の
推

進
、

入
院

医
療

や
外

来
診

療
の

機
能

分
化

の
推

進
や

適
正

化
等

の
入

院
医

療
等

の
診

療
報

酬
上

の
評

価
検

討
に

つ
い

て
、

技
術

的
課

題
に

関
し

専
門

的
な

調
査

・
検

討
を

行
う

た
め

に
資

す
る

デ
ー

タ
の

収
集

・
分

析
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
平

成
2
5
年

度
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

調
査

を
実

施
。

１
．

病
院

機
能

に
合

わ
せ

た
効

率
的

な
入

院
医

療
の

推
進

　
・
一

般
病

棟
入

院
基

本
料

（
1
3
対

１
、

1
5
対

１
）
算

定
病

棟
に

お
け

る
特

定
除

外
制

度
の

見
直

し
に

よ
る

平
均

在
院

日
数

の
変

化
等

の
影

響
調

査
　

・
一

般
病

棟
入

院
基

本
料

（
新

７
対

１
）
に

関
す

る
経

過
措

置
に

係
る

調
査

２
．

入
院

医
療

や
外

来
診

療
の

機
能

分
化

の
推

進
や

適
正

化
に

向
け

た
検

討
調

査

　
国

保
組

合
が

行
う

国
民

健
康

保
険

事
業

の
運

営
の

安
定

化
を

図
る

た
め

、
国

庫
負

担
を

行
う

事
業

（
①

出
産

育
児

一
時

金
補

助
金

、
②

高
額

医
療

費
共

同
事

業
補

助
金

）
を

実
施

し
て

い
る

。
も

っ
て

保
険

者
へ

の
国

庫
補

助
を

通
じ

て
医

療
保

険
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

「
臨

床
検

査
技

師
、

衛
生

検
査

技
師

等
に

関
す

る
法

律
」
に

基
づ

き
登

録
し

て
い

る
全

国
の

全
て

の
衛

生
検

査
所

を
対

象
と

し
、

保
険

診
療

に
関

す
る

検
査

の
有

無
、

取
り

扱
い

検
対

数
な

ど
に

つ
い

て
、

調
査

票
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

す
る

。
衛

生
検

査
所

が
実

施
す

る
臨

床
検

査
料

に
つ

い
て

、
実

態
を

調
査

し
、

診
療

報
酬

点
数

の
評

価
を

行
い

、
も

っ
て

診
療

報
酬

の
適

正
化

を
図

る
た

め
の

基
礎

資
料

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
保

険
医

療
機

関
が

毎
年

地
方

厚
生

（
支

）
局

に
対

し
て

実
施

す
る

７
月

１
日

時
点

の
施

設
基

準
等

の
届

出
状

況
の

報
告

に
つ

い
て

、
各

地
方

厚
生

（
支

）
局

の
事

務
所

ご
と

に
報

告
内

容
に

つ
い

て
の

提
出

を
受

け
、

記
載

さ
れ

た
入

院
基

本
料

に
関

連
し

た
事

項
に

つ
い

て
の

集
計

を
行

い
、

診
療

報
酬

改
定

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

の
基

礎
資

料
と

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

に
つ

い
て

の
出

力
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

施
設

基
準

の
届

出
医

療
機

関
に

対
す

る
調

査
を

実
施

す
る

際
の

情
報

を
得

る
。

・
ま

た
、

医
療

機
関

か
ら

提
出

さ
れ

る
先

進
医

療
を

実
施

し
た

実
績

報
告

の
集

計
を

行
い

、
新

規
保

険
導

入
、

既
存

診
療

報
酬

点
数

の
適

用
の

可
否

及
び

存
続

の
可

否
に

係
る

検
討

等
を

行
う

。

社
会

保
険

審
査

会
は

、
社

会
保

険
各

法
（
健

康
保

険
法

、
船

員
保

険
法

、
厚

生
年

金
保

険
法

、
国

民
年

金
保

険
法

等
）
に

関
す

る
処

分
の

再
審

査
請

求
等

に
係

る
裁

決
機

関
で

あ
り

、
そ

の
事

務
局

で
あ

る
社

会
保

険
審

査
調

整
室

は
、

再
審

査
請

求
等

事
件

の
審

理
資

料
を

印
刷

機
に

よ
る

印
刷

を
行

い
、

事
務

処
理

の
効

率
的

、
効

果
的

な
遂

行
を

図
っ

て
い

る
。

・
制

度
改

正
に

伴
う

法
律

改
正

に
係

る
法

律
案

を
作

成
し

、
印

刷
会

社
へ

印
刷

製
本

を
発

注
し

、
国

会
へ

提
出

す
る

。
・
保

険
局

が
主

催
主

体
と

な
る

検
討

会
、

有
識

者
会

議
を

開
催

す
る

。
上

記
に

よ
り

、
法

律
・
政

令
等

の
法

案
の

印
刷

及
び

制
度

改
正

資
料

を
作

成
し

、
国

民
へ

の
制

度
改

正
内

容
等

の
周

知
の

徹
底

、
そ

の
他

、
保

険
局

職
員

の
円

滑
な

業
務

に
寄

与
し

て
い

る
。

　
国

保
組

合
が

行
う

国
民

健
康

保
険

事
業

の
運

営
の

安
定

化
を

図
る

た
め

、
国

庫
負

担
を

行
う

事
業

（
事

務
費

負
担

金
）
を

実
施

し
て

い
る

。
も

っ
て

保
険

者
へ

の
国

庫
補

助
を

通
じ

て
医

療
保

険
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

医
療

保
険

の
医

療
費

デ
ー

タ
を

制
度

別
、

地
域

別
、

保
険

者
別

、
月

別
等

に
総

合
的

、
体

系
別

に
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り

、
医

療
費

分
析

を
迅

速
か

つ
的

確
に

行
う

。
医

療
保

険
各

制
度

の
事

業
状

況
並

び
に

実
態

を
把

握
す

る
こ

と
で

、
医

療
保

険
制

度
の

安
定

的
運

営
に

寄
与

し
て

い
る

。

・
診

療
報

酬
請

求
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
1
年

1
1
月

の
請

求
省

令
改

正
に

よ
り

、
完

全
義

務
化

か
ら

原
則

化
と

し
紙

媒
体

に
よ

る
請

求
も

可
能

と
な

っ
た

が
、

保
険

医
療

機
関

等
、

審
査

支
払

機
関

及
び

保
険

者
を

通
じ

た
電

子
レ

セ
プ

ト
請

求
の

促
進

を
進

め
る

。
・
「
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

」
に

よ
り

、
レ

セ
プ

ト
情

報
・
特

定
検

診
等

情
報

を
収

集
し

、
医

療
費

適
正

化
計

画
の

作
成

、
実

施
及

び
評

価
の

た
め

の
調

査
及

び
分

析
を

進
め

る
。

ま
た

、
正

確
な

エ
ビ

デ
ン

ス
に

基
づ

く
施

策
の

推
進

の
た

め
に

利
用

す
る

行
政

機
関

や
、

医
療

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
等

を
目

指
し

た
研

究
又

は
学

術
の

発
展

に
資

す
る

目
的

で
行

う
研

究
に

対
し

て
、

当
該

情
報

の
提

供
を

行
う

。
・
診

療
報

酬
情

報
提

供
サ

ー
ビ

ス
を

的
確

に
提

供
す

る
こ

と
及

び
医

療
機

関
等

へ
の

適
切

な
勧

奨
に

よ
り

、
平

成
2
4
年

度
末

現
在

1
6
6
,5

9
9
機

関
で

あ
る

電
子

請
求

を
行

っ
て

い
る

機
関

を
、

原
則

電
子

化
の

猶
予

期
限

を
迎

え
る

平
成

2
6
年

度
末

ま
で

に
1
0
,3

7
6
機

関
増

加
さ

せ
る

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
と

見
込

ん
で

い
る

。

・
保

険
医

療
機

関
等

か
ら

の
施

設
基

準
等

の
届

出
及

び
申

請
情

報
に

つ
い

て
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

等
に

お
い

て
効

率
的

に
管

理
す

る
。

社
会

保
険

審
査

会
は

、
社

会
保

険
各

法
（
健

康
保

険
法

、
船

員
保

険
法

、
厚

生
年

金
保

険
法

、
国

民
年

金
保

険
法

等
）
に

関
す

る
処

分
の

再
審

査
請

求
等

に
係

る
裁

決
機

関
で

あ
り

、
そ

の
事

務
局

で
あ

る
社

会
保

険
審

査
調

整
室

は
、

す
べ

て
の

事
件

の
デ

ー
タ

管
理

の
た

め
「
再

審
査

請
求

等
事

件
管

理
シ

ス
テ

ム
」
を

構
築

す
る

な
ど

、
事

務
処

理
の

効
率

的
、

効
果

的
な

遂
行

を
図

っ
て

い
る

。
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(4
2
)

保
険

医
療

機
関

等
管

理
シ

ス
テ

ム
（
平

成
２

０
年

度
）

2
2
3
百

万
円

（
2
2
0
百

万
円

）

1
6
3
百

万
円

（
1
5
8
百

万
円

）
3
4
百

万
円

―
2
7
2

(4
3
)

保
険

料
等

交
付

金
に

必
要

な
経

費
（
年

金
特

別
会

計
健

康
勘

定
）

（
平

成
2
0
年

度
）

7
8
,9

6
6
億

円
（
7
8
.9

6
6
億

円
）

8
2
,2

2
3
億

円
（
8
2
.2

1
9
億

円
）

8
,3

1
4
億

円
―

2
7
3

(4
4
)

過
誤

納
保

険
料

の
払

い
戻

し
に

必
要

な
経

費
（
年

金
特

別
会

計
健

康
勘

定
）

(昭
和

2
2
年

度
）

1
5
億

円
（
1
5
億

円
）

2
4
億

円
（
2
1
億

円
）

3
1
億

円
―

2
7
4

(4
5
)

診
療

報
酬

体
系

見
直

し
後

の
評

価
等

に
係

る
調

査
に

必
要

な
経

費
（
薬

剤
師

等
病

棟
業

務
実

態
調

査
費

）
（
平

成
２

３
年

度
）

1
1
百

万
円

（
―

）
1
1
百

万
円

（
1
1
百

万
円

）
1
1
百

万
円

―
2
7
5

(4
6
)

診
療

報
酬

体
系

見
直

し
後

の
評

価
等

に
係

る
調

査
に

必
要

な
経

費
（
薬

局
の

か
か

り
つ

け
機

能
に

係
る

実
態

調
査

費
）

（
平

成
２

３
年

度
）

－
7
百

万
円

（
7
百

万
円

）
7
百

万
円

―
2
7
6

(4
7
)

一
般

病
棟

の
重

症
度

・
看

護
必

要
度

に
関

す
る

調
査

に
必

要
な

経
費

（
平

成
２

５
年

度
）

－
3
4
百

万
円

（
3
2
百

万
円

）
―

―
2
7
7

(4
8
)

中
央

連
絡

協
議

会
の

運
営

に
必

要
な

経
費 （
平

成
２

５
年

度
）

－
4
.4

百
万

円
（
―

）
1
.3

百
万

円
―

2
7
8

(4
9
)

医
療

技
術

の
費

用
対

効
果

を
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
（
平

成
２

５
年

度
）

－
4
5
百

万
円

（
4
4
百

万
円

）
1
1
5
百

万
円

―
2
7
9

・
個

別
の

医
療

技
術

の
費

用
対

効
果

を
評

価
す

る
際

に
必

要
と

な
る

、
疾

患
毎

の
医

療
費

を
計

算
し

、
費

用
デ

ー
タ

を
算

出
す

る
た

め
の

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
整

備
・
海

外
に

お
け

る
費

用
対

効
果

評
価

事
例

を
収

集
し

た
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

整
備

　
平

成
2
6
年

度
診

療
報

酬
改

定
に

て
試

行
的

に
導

入
を

検
討

し
て

お
り

、
平

成
2
8
年

度
診

療
報

酬
改

定
以

降
本

格
的

に
導

入
を

検
討

す
る

、
医

療
技

術
の

費
用

対
効

果
評

価
に

資
す

る
た

め
、

疾
患

毎
の

医
療

費
を

計
算

し
、

費
用

デ
ー

タ
を

算
出

す
る

た
め

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
整

備
及

び
海

外
に

お
け

る
費

用
対

効
果

評
価

事
例

を
収

集
し

た
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
整

備
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

国
に

お
い

て
徴

収
し

た
保

険
料

等
に

つ
い

て
遅

滞
な

く
交

付
で

き
る

よ
う

、
毎

月
定

期
的

に
全

国
健

康
保

険
協

会
へ

保
険

料
等

交
付

金
と

し
て

交
付

し
て

い
る

。

　
国

に
お

い
て

徴
収

し
た

保
険

料
に

つ
い

て
、

被
保

険
者

の
資

格
・
標

準
報

酬
月

額
に

関
す

る
手

続
き

が
遡

及
し

て
行

わ
れ

た
場

合
等

に
、

結
果

と
し

て
徴

収
す

べ
き

保
険

料
の

過
不

足
が

生
じ

る
こ

と
が

あ
る

。
納

付
義

務
者

ご
と

に
適

切
な

保
険

料
負

担
を

求
め

る
観

点
か

ら
、

徴
収

不
足

が
生

じ
た

場
合

に
は

あ
ら

た
め

て
納

入
の

告
知

を
行

い
、

ま
た

、
過

徴
収

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
納

付
義

務
者

へ
保

険
料

の
還

付
を

行
う

も
の

。
　

過
誤

納
保

険
料

等
は

、
そ

の
保

険
料

の
徴

収
を

行
っ

た
者

が
、

納
付

義
務

者
に

対
し

て
払

い
戻

す
も

の
で

あ
り

、
受

益
者

と
の

負
担

関
係

は
妥

当
な

も
の

で
あ

る
。

ま
た

、
払

戻
金

の
発

生
事

由
に

は
納

付
義

務
者

の
届

出
ミ

ス
や

徴
収

側
の

事
務

処
理

ミ
ス

な
ど

予
算

執
行

者
が

そ
の

発
生

を
予

測
・
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

難
い

事
由

を
多

分
に

含
む

た
め

、
そ

の
必

要
額

を
精

確
に

把
握

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
り

、
過

去
の

実
績

を
も

と
に

必
要

額
を

適
切

な
水

準
に

調
整

し
て

い
く
ほ

か
な

い
。

　
全

病
院

か
ら

抽
出

し
た

保
険

医
療

機
関

を
対

象
に

、
勤

務
医

の
薬

物
療

法
関

連
に

つ
い

て
の

負
担

意
識

や
薬

剤
師

の
病

棟
に

お
け

る
業

務
の

状
況

等
に

つ
い

て
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
行

う
。

　
中

央
社

会
保

険
医

療
協

議
会

の
平

成
２

４
年

度
答

申
書

附
帯

意
見

に
お

い
て

、
「
薬

剤
師

の
病

棟
配

置
の

評
価

を
含

め
、

チ
ー

ム
医

療
に

関
す

る
評

価
に

つ
い

て
、

検
討

を
行

う
こ

と
」
と

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

病
院

全
般

に
お

け
る

薬
剤

師
の

病
棟

配
置

や
チ

ー
ム

医
療

へ
の

貢
献

に
関

す
る

評
価

方
法

に
つ

い
て

検
討

又
は

検
証

す
る

た
め

に
、

薬
剤

師
や

関
係

職
種

の
病

棟
配

置
や

病
棟

業
務

に
係

る
実

態
等

の
調

査
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

　
全

保
険

薬
局

か
ら

抽
出

し
た

施
設

を
対

象
と

し
て

、
在

宅
患

者
に

対
す

る
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
そ

の
他

の
薬

剤
師

の
関

わ
り

方
等

、
薬

局
の

か
か

り
つ

け
機

能
、

医
療

提
供

体
制

に
関

す
る

書
面

調
査

を
行

う
。

　
地

域
医

療
に

お
け

る
薬

局
の

か
か

り
つ

け
機

能
を

さ
ら

に
強

化
す

る
た

め
、

こ
れ

ま
で

行
っ

て
き

た
調

剤
報

酬
改

定
を

踏
ま

え
た

薬
局

に
お

け
る

患
者

へ
の

指
導

等
の

実
態

等
を

調
査

し
、

課
題

等
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
の

実
態

や
あ

る
べ

き
姿

、
現

場
で

の
新

た
な

ニ
ー

ズ
な

ど
を

調
査

し
、

次
回

診
療

報
酬

改
定

に
向

け
て

、
評

価
体

系
を

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
現

在
、

看
護

必
要

度
を

評
価

す
る

こ
と

を
診

療
報

酬
上

の
施

設
基

準
と

し
て

い
る

7
対

1
、

1
0
対

1
、

一
部

の
1
3
対

１
の

保
険

医
療

機
関

か
ら

、
せ

ん
妄

や
認

知
症

等
に

よ
る

看
護

の
手

間
を

踏
ま

え
た

新
た

な
看

護
必

要
度

に
つ

い
て

デ
ー

タ
収

集
を

行
い

、
ま

た
、

協
力

医
療

機
関

に
つ

い
て

は
タ

イ
ム

ス
タ

デ
ィ

を
行

い
、

患
者

の
状

態
像

と
看

護
ニ

ー
ズ

や
看

護
機

能
を

適
切

に
評

価
す

る
方

法
及

び
基

準
を

調
査

・
研

究
し

た
。

　
保

険
医

療
機

関
の

機
能

・
役

割
等

を
明

確
に

し
、

各
保

険
医

療
機

関
で

集
め

て
い

る
看

護
必

要
度

デ
ー

タ
と

必
要

度
の

評
価

体
制

等
を

調
査

・
分

析
し

、
保

険
医

療
機

関
の

機
能

を
明

確
に

し
、

診
療

報
酬

改
定

の
基

礎
資

料
と

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

中
央

連
絡

協
議

会
を

運
営

す
る

た
め

に
必

要
な

、
諸

謝
金

、
旅

費
、

庁
費

を
支

払
う

。
審

査
支

払
機

関
に

お
け

る
審

査
の

判
断

基
準

の
統

一
化

に
つ

い
て

は
、

「
審

査
支

払
機

関
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
会

」
の

「
議

論
の

中
間

的
整

理
」
（
平

成
2
2
年

1
2
月

1
0
日

）
に

お
い

て
、

「
判

断
基

準
の

統
一

化
の

た
め

定
期

的
な

連
絡

協
議

会
を

開
催

す
る

」
と

さ
れ

、
社

会
保

険
診

療
報

酬
支

払
基

金
、

国
民

健
康

保
険

中
央

会
及

び
厚

生
労

働
省

と
の

連
絡

協
議

会
の

設
置

が
具

体
的

実
施

事
項

と
し

て
明

記
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

当
経

費
に

よ
り

、
当

該
協

議
会

を
運

営
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

保
険

医
療

機
関

等
か

ら
の

施
設

基
準

等
の

届
出

情
報

を
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

等
に

お
い

て
管

理
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

の
運

用
し

、
事

務
処

理
の

効
率

的
、

効
果

的
な

遂
行

を
図

っ
て

い
る

。
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＊
厚

生
労

働
省

で
は

、
基

本
目

標
＞

施
策

大
目

標
＞

施
策

目
標

を
設

定
し

て
、

政
策

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

２
２

年
度

２
３

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度

2
,2

3
8
,8

1
9
,7

6
4

2
,6

0
6
,5

1
1
,1

6
6

2
,8

3
1
,8

8
6
,8

2
3

2
,8

6
1
,4

3
7
,8

4
8

2
,9

2
2
,1

6
7
,0

3
4

2
2
1
,0

5
1
,0

4
9

1
2
5
,7

5
0
,1

1
4

-
2
2
,6

9
5
,0

7
8

-
4
8
,1

6
5
,3

8
1

0
0

0
0

2
,4

5
9
,8

7
0
,8

1
3

2
,7

3
2
,2

6
1
,2

8
0

2
,8

8
8
,6

3
2
,2

1
6

2
,8

0
9
,1

9
1
,7

4
5

2
,4

5
9
,8

7
0
,8

1
3

2
,7

3
2
,2

6
1
,2

8
0

2
,7

7
4
,2

2
3
,5

9
1

2
,7

9
5
,1

2
0
,7

6
5

1
0
0
.0

1
0
0
.0

9
6
.0

9
9
.5

基
準

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

3
,9

5
5
以

上
4
,2

9
3
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

4
,2

9
3

集
計

中

2
8
6
,0

6
6
人

以
上

3
2
5
,8

0
8
人

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

3
2
5
,8

0
8

集
計

中

3
6
,3

1
4
人

以
上

4
6
,1

2
6
人

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

4
6
,1

2
6

集
計

中

3
7
%
以

上
4
1
%
以

上
前

年
度

末
時

点
以

上
前

年
度

末
時

点
以

上
前

年
度

末
時

点
以

上

4
1
.0

%
集

計
中

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

9
9
.9

%
集

計
中

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

施
策

目
標

名
生

活
困

窮
者

に
対

し
適

切
に

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
（
施

策
目

標
Ⅶ

-
１

-
１

）
担

当
部

局
名

社
会

・
援

護
局

作
成

責
任

者
名

社
会

・
援

護
局

保
護

課
長

　
大

西
証

史

施
策

の
概

要
本

施
策

は
、

生
活

困
窮

者
の

自
立

を
適

切
に

助
長

し
、

保
護

を
適

正
に

実
施

す
る

た
め

に
実

施
し

て
い

ま
す

。
政

策
体

系
上

の
位

置
づ

け
基

本
目

標
Ⅶ

　
ナ

シ
ョ

ナ
ル

・
ミ

ニ
マ

ム
を

保
障

し
、

利
用

者
の

視
点

に
立

っ
た

質
の

高
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
等

を
図

る
こ

と
　

施
策

大
目

標
１

　
生

活
困

窮
者

に
対

し
適

切
に

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

区
分

2
7
年

度
要

求
額

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

施
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

年
月

日

合
計

(d
=
a+

b+
c
)

執
行

額
(千

円
、

e
)

執
行

率
(％

、
e
/
d）

関
係

部
分

（
概

要
・
記

載
箇

所
）

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

(a
)

3
, 0

0
3
,1

5
6
,8

6
2

補
正

予
算

(b
)

繰
越

し
等

©

施
策

の
背

景
・
枠

組
み

（
根

拠
法

令
、

政
府

決
定

、
関

連
計

画
等

）
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
第

１
条

に
お

い
て

、
こ

の
法

律
は

、
日

本
国

憲
法

第
2
5
条

に
規

定
す

る
理

念
に

基
づ

き
、

国
が

生
活

に
困

窮
す

る
す

べ
て

の
国

民
に

対
し

、
そ

の
困

窮
の

程
度

に
応

じ
、

必
要

な
保

護
を

行
い

、
そ

の
最

低
限

度
の

生
活

を
保

障
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

自
立

を
助

長
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
こ

と
が

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
政

策
評

価
実

施
予

定
時

期
(評

価
予

定
表

）

測
定

指
標

（
定

量
的

）
基

準
値

目
標

値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠
年

度
ご

と
の

実
績

値

目
標

年
度

1
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
数

3
9
5
5

平
成

2
3
年

度
前

年
度

以
上

毎
年

度
生

活
保

護
受

給
者

の
自

立
を

助
長

す
る

た
め

、
各

自
治

体
に

お
け

る
生

活
保

護
受

給
者

の
状

況
に

応
じ

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

し
、

計
画

的
か

つ
効

果
的

に
支

援
を

実
施

し
て

い
る

。
こ

の
取

組
が

確
実

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
、

本
指

標
を

選
定

し
て

い
る

。

4
住

宅
手

当
（
平

成
2
5
年

度
よ

り
住

宅
支

援
給

付
）
受

給
中

に
常

用
就

職
し

た
者

の
割

合
3
7
%

平
成

2
3
年

度
末

時
点

前
年

度
末

時
点

以
上

生
活

保
護

受
給

者
の

自
立

を
助

長
す

る
た

め
、

各
自

治
体

に
お

け
る

生
活

保
護

受
給

者
の

状
況

に
応

じ
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
し

、
計

画
的

か
つ

効
果

的
に

支
援

を
実

施
し

て
い

る
。

こ
の

取
組

が
確

実
に

行
わ

れ
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

、
本

指
標

を
選

定
し

て
い

る
。

3
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
よ

り
就

職
・
増

収
し

た
者

の
数

3
6
，

3
1
4
人

平
成

2
3
年

度
前

年
度

以
上

毎
年

度
生

活
保

護
受

給
者

の
自

立
を

助
長

す
る

た
め

、
各

自
治

体
に

お
け

る
生

活
保

護
受

給
者

の
状

況
に

応
じ

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

し
、

計
画

的
か

つ
効

果
的

に
支

援
を

実
施

し
て

い
る

。
こ

の
取

組
が

確
実

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
、

本
指

標
を

選
定

し
て

い
る

。

2
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
各

年
度

の
参

加
者

数
2
8
6
，

0
6
6
人

平
成

2
3
年

度
前

年
度

以
上

毎
年

度

毎
年

度
住

ま
い

の
な

い
離

職
者

の
方

等
が

住
ま

い
を

確
保

し
、

安
定

し
て

就
職

活
動

が
で

き
る

よ
う

に
家

賃
相

当
額

を
給

付
し

て
い

る
。

こ
の

取
組

が
、

離
職

者
の

方
等

の
就

職
に

つ
な

が
っ

て
い

る
か

を
評

価
す

る
た

め
、

本
指

標
を

選
定

し
て

い
る

。

5
指

導
監

査
対

象
福

祉
事

務
所

に
対

す
る

監
査

実
施

数
9
6
.2

%
平

成
2
3
年

度
1
0
0
%

毎
年

度
最

後
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

で
あ

る
生

活
保

護
が

適
切

に
機

能
す

る
よ

う
、

生
活

保
護

指
導

職
員

を
都

道
府

県
に

配
慮

し
、

毎
年

度
管

内
福

祉
事

務
所

に
対

し
て

指
導

監
査

を
実

施
し

て
い

る
。

こ
の

取
組

が
確

実
に

行
わ

れ
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

、
本

指
標

を
選

定
し

て
い

る
。

（
厚

生
労

働
省

２
６

（
Ⅶ

－
１

－
１

）
）

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

○

別
紙
１
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２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

7

２
４

年
度

２
５

年
度

(1
)
保

護
費

負
担

金
（
昭

和
６

年
度

）

2
,7

6
9
,7

1
3

百
万

円
（
2
,7

3
4
,7

9
0

百
万

円
）

2
,7

7
4
,2

2
6
百

万
円

（
2
,7

5
6
,0

7
4
百

万
円

）

2
,8

8
2
,3

2
2

百
万

円
1
,2

,3
6
9
2

(2
)
中

国
残

留
邦

人
生

活
支

援
給

付
金

(平
成

2
0
年

度
)

9
,1

9
6
百

万
円

（
9
,1

5
1
百

万
円

）

9
,2

9
0
百

万
円

（
9
,2

9
0
百

万
円

）
9
,7

0
6
百

万
円

－
6
9
3

(3
)
保

護
施

設
事

務
費

負
担

金
（
昭

和
６

年
度

）

2
8
,2

4
6
百

万
円

（
2
8
,2

4
6
百

万
円

）

2
7
,8

0
4
百

万
円

（
2
7
,8

0
4
百

万
円

）
2
8
,1

3
0
百

万
円

－
6
9
4

(4
)
生

活
保

護
指

導
監

査
委

託
費

（
昭

和
3
0

年
度

）

2
,0

3
6
百

万
円

（
2
,0

3
6
百

万
円

）

1
,9

5
2
百

万
円

（
1
,9

5
2
百

万
円

）
2
,0

1
0
百

万
円

5
6
9
1

目
標

年
度

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

6

測
定

指
標

（
定

性
的

）
目

標
施

策
の

進
捗

状
況

（
目

標
）

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

本
庁

に
生

活
保

護
指

導
職

員
を

配
置

し
、

適
正

な
保

護
の

実
施

を
推

進
す

る
。

利
用

し
う

る
資

産
、

稼
働

能
力

、
他

法
他

施
策

な
ど

を
活

用
し

て
も

、
な

お
最

低
限

の
生

活
を

維
持

で
き

な
い

者
に

対
し

、
必

要
に

応
じ

た
生

活
、

住
宅

、
教

育
、

介
護

、
医

療
、

出
産

、
生

業
、

葬
祭

の
各

扶
助

を
行

う
。

・
老

齢
基

礎
年

金
を

満
額

受
給

し
て

も
な

お
生

活
の

安
定

が
十

分
に

図
れ

な
い

中
国

残
留

邦
人

等
に

対
し

て
、

生
活

支
援

給
付

、
住

宅
支

援
給

付
、

医
療

支
援

給
付

な
ど

の
各

支
援

給
付

を
実

施
し

、
生

活
の

安
定

を
図

る
。

　
（
国

費
負

担
３

/
４

、
県

又
は

市
負

担
１

/
４

）
・
中

国
残

留
邦

人
等

と
長

年
に

わ
た

り
労

苦
を

共
に

し
て

き
た

配
偶

者
の

置
か

れ
て

い
る

事
情

に
鑑

み
、

永
住

帰
国

す
る

前
か

ら
の

配
偶

者
に

対
し

、
支

援
給

付
に

加
え

て
配

偶
者

支
援

金
を

支
給

す
る

。
　

（
国

費
負

担
1
0
/
1
0
）

被
保

護
者

を
救

護
施

設
等

の
保

護
施

設
に

入
所

又
は

利
用

さ
せ

、
生

活
困

窮
者

の
最

低
限

度
の

生
活

の
保

障
を

す
る

と
と

も
に

そ
の

自
立

を
図

る
。

（
参

考
）
測

定
指

標

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

補
正

後
予

算
額

（
執

行
額

）
２

６
年

度
当

初
予

算
額

関
連

す
る

指
標

番
号

達
成

手
段

の
概

要
等

平
成

２
６

年
度

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号
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＊
厚

生
労

働
省

で
は

、
基

本
目

標
＞

施
策

大
目

標
＞

施
策

目
標

を
設

定
し

て
、

政
策

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

２
２

年
度

２
３

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度

0
0

0
0

-

6
0
,0

0
0
,0

0
0

3
6
,7

2
6
,8

9
0

0
5
2
,0

0
0
,0

0
0

-

2
5
,7

0
0
,4

7
9

4
7
,5

7
3
,4

7
1

-
1
4
,2

3
9
,4

3
2

6
0
,0

0
0
,0

0
0

6
2
,4

2
7
,3

6
9

4
7
,5

7
3
,4

7
1

5
2
,0

0
0
,0

0
0

1
4
,2

3
9
,4

3
2

3
4
,2

9
9
,5

2
1

4
3
,8

5
3
,8

9
8

4
7
,5

7
3
,4

7
1

3
7
,7

6
0
,5

6
8

5
7
.2

%
7
0
.2

%
1
0
0
.0

%
7
2
.6

%

基
準

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

1
0
,8

9
0
人

以
下

9
,5

7
6
人

以
下

8
,2

6
5
人

以
下

前
年

以
下

前
年

以
下

9
,5

7
6

8
,2

6
5

6
5
％

以
上

6
5
％

以
上

6
5
％

以
上

6
5
％

以
上

6
5
％

以
上

6
5
%

集
計

中

1
0
,9

3
3
件

以
上

1
0
,8

8
5
件

以
上

前
年

度
以

上
前

年
度

以
上

前
年

度
以

上

1
0
,8

8
5

集
計

中

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

施
策

目
標

名
地

域
社

会
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

機
能

を
強

化
し

、
地

域
の

要
援

護
者

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
(施

策
目

標
Ⅶ

－
２

－
１

)
担

当
部

局
名

社
会

・
援

護
局

地
域

福
祉

課
作

成
責

任
者

名
地

域
福

祉
課

長
　

金
井

　
正

人

年
月

日

執
行

率
(％

、
e
/
d
）

関
係

部
分

（
概

要
・
記

載
箇

所
）

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

(a
)

-

合
計

(d
=
a+

b
+
c
)

0

執
行

額
(千

円
、

e
)

施
策

の
概

要
本

施
策

は
、

地
域

社
会

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
機

能
を

強
化

し
、

地
域

の
要

援
護

者
の

福
祉

の
向

上
を

図
る

た
め

に
実

施
し

て
い

る
。

政
策

体
系

上
の

位
置

づ
け

基
本

目
標

Ⅶ
　

ナ
シ

ョ
ナ

ル
・
ミ

ニ
マ

ム
を

保
障

し
、

利
用

者
の

視
点

に
立

っ
た

質
の

高
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
等

を
図

る
こ

と
　

施
策

大
目

標
２

　
地

域
社

会
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

機
能

を
強

化
し

、
地

域
の

要
援

護
者

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

区
分

2
7
年

度
要

求
額

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

施
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

補
正

予
算

(b
)

繰
越

し
等

©

施
策

の
背

景
・
枠

組
み

（
根

拠
法

令
、

政
府

決
定

、
関

連
計

画
等

）

○
「
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
支

援
等

に
関

す
る

特
別

措
置

法
」
（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
0
5
号

。
以

下
「
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

法
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
・
厚

生
労

働
大

臣
及

び
国

土
交

通
大

臣
は

、
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
基

本
方

針
を

策
定

す
る

。
・
都

道
府

県
は

、
必

要
に

応
じ

て
当

該
施

策
を

実
施

す
る

た
め

の
計

画
を

策
定

す
る

。
・
国

は
、

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

支
援

等
に

関
す

る
施

策
の

策
定

及
び

実
施

に
資

す
る

た
め

、
地

方
公

共
団

体
の

協
力

を
得

て
、

ホ
ー

ム
レ

ス
の

実
態

に
関

す
る

調
査

報
告

を
行

う
。

　
な

お
、

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
法

は
、

1
0
年

間
の

時
限

立
法

で
あ

っ
た

が
、

昨
年

6
月

に
、

引
き

続
き

計
画

的
か

つ
着

実
に

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

く
た

め
、

そ
の

期
間

が
５

年
間

延
長

さ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

・
延

長
さ

れ
た

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
法

に
基

づ
き

、
平

成
２

５
年

７
月

に
ホ

ー
ム

レ
ス

の
実

態
に

関
す

る
全

国
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え

新
た

な
「
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
基

本
方

針
」
（
平

成
２

５
年

７
月

３
１

日
厚

生
労

働
省

・
国

土
交

通
省

告
示

第
１

号
）
を

策
定

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

(評
価

予
定

表
）

測
定

指
標

（
定

量
的

）
基

準
値

目
標

値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

都
道

府
県

及
び

市
町

村
に

お
い

て
、

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

支
援

等
に

関
す

る
基

本
方

針
に

基
づ

き
、

ホ
ー

ム
レ

ス
や

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

恐
れ

の
あ

る
者

の
自

立
を

支
援

す
る

た
め

に
、

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
自

立
支

援
事

業
や

ホ
ー

ム
レ

ス
総

合
相

談
推

進
事

業
等

を
実

施
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

施
策

に
お

け
る

取
組

が
、

効
果

的
に

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

が
図

ら
れ

て
い

る
か

評
価

す
る

た
め

、
本

指
標

を
設

定
し

て
い

る
。

・
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

に
つ

い
て

　
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
se

is
ak

u
n
it
su

it
e
/
b
u
n
ya

/
h
u
ku

sh
i_
ka

ig
o
/
se

ik
at

su
h
o
go

/
h
o
m

e
le

ss
/
in

d
e
x.

h
tm

l

2
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

退
所

者
の

う
ち

、
就

労
及

び
福

祉
制

度
等

の
利

用
に

よ
り

退
所

し
た

者
の

割
合

（
％

）
6
5
%

平
成

2
4
年

度
6
5
%

年
度

ご
と

の
実

績
値

目
標

年
度

1
全

国
の

ホ
ー

ム
レ

ス
の

人
数

（
人

）
8
,2

6
5

平
成

2
5
年

（
年

単
位

で
全

国
調

査
を

行
う

た
め

、
年

度
で

な
く
年

と
す

る
）

前
年

以
下

（
年

単
位

で
全

国
調

査
を

行
う

た
め

、
年

度
で

な
く
年

と
す

る
）

毎
年

（
年

単
位

で
全

国
調

査
を

行
う

た
め

、
年

度
で

な
く
年

と
す

る
）

毎
年

度
ホ

ー
ム

レ
ス

総
合

相
談

支
援

推
進

事
業

等
を

通
し

て
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

に
入

所
し

た
者

の
う

ち
、

就
労

及
び

福
祉

制
度

等
の

利
用

に
よ

り
自

立
を

果
た

し
て

い
る

か
を

評
価

す
る

た
め

、
本

指
標

を
選

定
し

て
い

る
。

3
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

新
規

契
約

締
結

件
数

1
0
,9

3
3

平
成

2
3
年

度

目
標

年
度

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

毎
年

度

平
成

2
6
年

度

前
年

度
以

上

　
平

成
２

７
年

度
に

生
活

困
窮

者
自

立
支

援
法

（
新

法
）
の

施
行

を
予

定
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
新

法
に

よ
る

支
援

内
容

と
、

現
在

、
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

法
を

踏
ま

え
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

と
し

て
実

施
し

て
い

る
事

業
と

は
相

互
に

重
複

す
る

も
の

が
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
両

者
の

整
理

を
行

う
と

と
も

に
、

こ
の

整
理

を
踏

ま
え

平
成

２
６

年
度

に
お

い
て

ホ
ー

ム
レ

ス
の

基
本

方
針

に
つ

い
て

改
正

を
行

う
。

高
齢

化
の

進
展

や
福

祉
ニ

ー
ズ

の
多

様
化

・
高

度
化

等
を

踏
ま

え
、

認
知

症
高

齢
者

等
判

断
能

力
が

不
十

分
な

者
が

円
滑

に
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
は

、
本

事
業

が
着

実
に

推
進

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

本
事

業
の

実
施

状
況

を
評

価
す

る
た

め
、

本
指

標
を

選
定

し
て

い
る

。

測
定

指
標

（
定

性
的

）
目

標
施

策
の

進
捗

状
況

（
目

標
）

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

と
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

法
と

の
整

理
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
基

本
方

針
の

改
正

（
厚

生
労

働
省

２
６

（
Ⅶ

－
２

－
１

））

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

○

別
紙
１
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２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
４

年
度

２
５

年
度

(1
)
ホ

ー
ム

レ
ス

実
態

調
査

（
平

成
1
4
年

度
）

0
.2

3
億

円
0
.1

6
億

円
0
.1

3
億

円
1
，

2
，

4
7
0
0

(2
)
緊

急
雇

用
創

出
事

業
臨

時
特

例
基

金
（
平

成
2
1
年

度
）

3
2
0
億

円
5
2
0
億

円
-

1
,2

,4
6
9
6

(3
)
日

本
赤

十
字

社
救

護
業

務
費

等
補

助
金 （
昭

和
5
3
年

度
）

0
.4

億
円

0
.4

億
円

0
.4

億
円

－
6
9
7

(4
)
社

会
福

祉
行

政
事

務
企

画
指

導
等

経
費 （
平

成
2
0
年

度
）

2
.5

9
億

円
2
.7

3
億

円
2
.9

3
億

円
1
，

2
，

4
6
9
8

(5
)
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
支

援
対

策
等

事
業

費
補

助
金

（
平

成
1
7
年

度
）

2
3
7
億

円
の

内
数

2
5
0
億

円
の

内
数

1
5
0
億

円
の

内
数

3
6
9
5

(6
)
生

活
保

護
に

関
す

る
調

査
事

業
（
昭

和
2
6
年

度
）

1
2
6
百

万
円

1
2
6
百

万
円

1
0
2
百

万
円

-
6
9
9

(7
)
社

会
福

祉
法

人
制

度
検

証
事

業
（
平

成
2
6
年

度
）

－
－

5
6
百

万
円

-
新

2
6
-
0
5
7

(8
)
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

制
度

人
材

研
修

事
業

（
平

成
2
6
年

度
）

-
-

0
.4

億
円

-
新

2
6
-
0
5
8

（
参

考
）
測

定
指

標

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

補
正

後
予

算
額

（
執

行
額

）
２

６
年

度
当

初
予

算
額

関
連

す
る

指
標

番
号

達
成

手
段

の
概

要
等

平
成

２
６

年
度

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号

以
下

の
業

務
に

つ
い

て
、

民
間

団
体

に
委

託
を

行
い

、
得

ら
れ

た
結

果
を

社
会

福
祉

法
人

の
見

直
し

検
討

の
た

め
の

基
礎

デ
ー

タ
と

し
て

使
用

す
る

も
の

。
①

事
業

の
実

施
状

況
や

財
務

情
報

等
を

含
め

た
調

査
票

の
作

成
、

②
全

国
の

社
会

福
祉

法
人

（
約

２
万

法
人

）
に

対
す

る
調

査
票

の
配

布
・
収

集
、

③
回

答
の

電
子

デ
ー

タ
化

及
び

集
計

、
④

当
方

か
ら

の
指

示
に

基
づ

く
各

種
分

析

新
制

度
に

基
づ

く
自

立
相

談
支

援
事

業
に

従
事

す
る

相
談

支
援

員
等

を
養

成
す

る
た

め
の

研
修

を
実

施
す

る
。

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
法

に
基

づ
き

、
｢都

市
公

園
、

河
川

、
道

路
、

駅
舎

そ
の

他
の

施
設

を
故

な
く
起

居
の

場
所

と
し

て
日

常
生

活
を

営
ん

で
い

る
者

｣を
対

象
と

し
て

、
国

が
各

都
道

府
県

に
対

し
ホ

ー
ム

レ
ス

の
人

数
の

調
査

を
委

託
し

、
各

都
道

府
県

の
管

内
市

町
村

が
調

査
を

実
施

す
る

。

各
都

道
府

県
に

基
金

を
造

成
し

、
福

祉
事

務
所

へ
の

就
労

支
援

員
等

の
配

置
や

、
生

活
保

護
世

帯
の

親
子

へ
の

養
育

相
談

・
学

習
支

援
を

推
進

す
る

等
、

生
活

保
護

受
給

者
等

の
自

立
・
就

労
支

援
の

促
進

を
図

る
と

と
も

に
、

住
宅

手
当

（
平

成
２

５
年

度
よ

り
住

宅
支

援
給

付
）
の

給
付

や
住

宅
確

保
・
就

労
支

援
員

を
配

置
す

る
。

戦
時

衛
生

勤
務

に
服

し
た

旧
日

本
赤

十
字

社
従

軍
看

護
婦

等
に

対
す

る
慰

労
給

付
金

支
給

事
務

及
び

非
常

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
等

に
備

え
た

研
修

事
業

で
あ

り
、

非
常

災
害

及
び

武
力

攻
撃

事
態

等
に

お
け

る
救

護
活

動
等

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
。

（
１

）
旧

日
本

赤
十

字
社

救
護

看
護

婦
等

慰
労

給
付

金
支

給
事

業
費

受
給

者
数

：
9
5
7
（
Ｈ

2
4
実

績
）

（
２

）
日

本
赤

十
字

社
救

護
員

養
成

事
業

費
研

修
受

講
人

数
：
1
7
9
5
人

（
Ｈ

2
4
実

績
）

社
会

・
援

護
局

（
社

会
）
に

お
い

て
所

掌
す

る
福

祉
事

務
所

、
社

会
福

祉
事

業
等

の
社

会
福

祉
に

関
す

る
基

本
的

な
政

策
の

企
画

、
立

案
及

び
調

整
を

図
る

と
と

も
に

、
災

害
救

助
・
救

援
に

係
る

調
整

、
要

保
護

者
の

保
護

調
査

、
生

活
保

護
法

の
施

行
に

関
す

る
指

導
監

査
、

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
等

の
地

域
福

祉
に

関
す

る
体

制
の

整
備

、
社

会
福

祉
士

及
び

介
護

福
祉

士
法

の
施

行
、

福
祉

人
材

の
確

保
を

図
る

た
め

に
国

に
お

い
て

行
う

制
度

の
企

画
、

立
案

、
調

整
等

の
事

務
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

。

地
域

社
会

の
支

え
を

必
要

と
す

る
要

援
護

世
帯

に
対

し
て

、
様

々
な

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
地

域
社

会
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

機
能

の
強

化
を

図
る

た
め

、
利

用
者

と
社

会
福

祉
協

議
会

の
契

約
に

基
づ

き
、

認
知

症
な

ど
に

よ
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

者
に

対
し

て
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
相

談
、

利
用

手
続

き
又

は
費

用
の

支
払

い
に

関
す

る
便

宜
を

供
与

す
る

こ
と

な
ど

の
援

助
を

行
う

。

被
保

護
世

帯
の

生
活

実
態

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
に

よ
り

、
生

活
保

護
制

度
の

企
画

運
営

等
の

た
め

の
資

料
を

得
る

。
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＊
厚

生
労

働
省

で
は

、
基

本
目

標
＞

施
策

大
目

標
＞

施
策

目
標

を
設

定
し

て
、

政
策

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

２
２

年
度

２
３

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度

4
0
,2

2
9
,7

5
6

3
4
,4

2
2
,4

0
8

3
4
,9

3
2
,5

3
0

3
7
,6

8
7
,3

5
0

3
7
,0

3
8
,4

0
4

-
3
4
6
,7

8
5

-
1
4
8
,2

6
7

3
,1

3
9
,2

9
8

-
5
4
,1

9
5

3
4
4
,2

1
6

2
0
4
,7

4
6

0
0

4
0
,2

2
7
,1

8
7

3
4
,4

7
8
,8

8
7

3
8
,0

7
1
,8

2
8

3
7
,6

3
3
,1

5
5

3
9
,9

2
8
,3

5
1

3
4
,3

5
2
,2

1
8

3
7
,9

0
4
,7

7
2

3
7
,3

1
0
,9

9
4

9
9
.3

%
9
9
.6

%
9
9
.6

%
9
9
.1

%

基
準

年
度

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

前
年

度
＋

6
.8

万
人

前
年

度
＋

6
.8

万
人

前
年

度
＋

6
.8

万
人

前
年

度
＋

6
.8

万
人

前
年

度
＋

6
.8

万
人

集
計

中

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

２
４

年
度

２
５

年
度

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

-
-

-
-

-

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

施
策

目
標

名
社

会
福

祉
に

関
す

る
事

業
に

従
事

す
る

人
材

の
養

成
確

保
を

推
進

す
る

こ
と

等
に

よ
り

、
よ

り
質

の
高

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

（
施

策
目

標
Ⅶ

-
３

-
１

）
担

当
部

局
名

社
会

・
援

護
局

福
祉

基
盤

課
作

成
責

任
者

名
福

祉
基

盤
課

長
　

岩
井

　
勝

弘

年
月

日

執
行

率
(％

、
e
/
d
）

関
係

部
分

（
概

要
・
記

載
箇

所
）

予
算

の
状

況
（
千

円
）

当
初

予
算

(a
)

3
6
,5

9
7
,0

8
9

合
計

(d
=
a+

b
+
c
)

執
行

額
(千

円
、

e
)

施
策

の
概

要
本

施
策

は
、

福
祉

・
介

護
に

従
事

す
る

人
材

を
養

成
す

る
等

、
利

用
者

へ
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

基
盤

を
整

備
す

る
た

め
実

施
し

て
い

る
。

政
策

体
系

上
の

位
置

づ
け

基
本

目
標

Ⅶ
　

ナ
シ

ョ
ナ

ル
・
ミ

ニ
マ

ム
を

保
障

し
、

利
用

者
の

視
点

に
立

っ
た

質
の

高
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
等

を
図

る
こ

と
　

施
策

大
目

標
３

　
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

支
え

る
人

材
養

成
、

利
用

者
保

護
等

の
基

盤
整

備
を

図
る

こ
と

施
策

の
予

算
額

・
執

行
額

区
分

2
7
年

度
要

求
額

施
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

施
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

-
-

-

補
正

予
算

(b
)

繰
越

し
等

©

年
度

ご
と

の
実

績
値

目
標

年
度

毎
年

度

-

目
標

年
度

施
策

の
進

捗
状

況
（
実

績
）

目
標

施
策

の
進

捗
状

況
（
目

標
）

・
福

祉
・
介

護
人

材
を

安
定

的
に

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

当
該

数
値

を
測

定
目

標
に

し
た

。
な

お
、

介
護

職
員

数
は

景
気

の
動

向
等

に
よ

っ
て

も
変

化
し

て
く
る

も
の

で
あ

る
が

、
2
0
2
5
年

に
2
4
9
万

人
の

介
護

職
員

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
前

年
度

＋
6
.8

万
人

と
い

う
指

標
を

目
標

と
し

て
い

る
。

※
出

典
：
厚

生
労

働
省

「
介

護
サ

ー
ビ

ス
施

設
・
事

業
所

調
査

」

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

-

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

(評
価

予
定

表
）

測
定

指
標

（
定

量
的

）

測
定

指
標

（
定

性
的

）
測

定
指

標
の

選
定

理
由

及
び

目
標

値
（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

施
策

の
背

景
・
枠

組
み

（
根

拠
法

令
、

政
府

決
定

、
関

連
計

画
等

）

○
人

口
減

少
社

会
を

迎
え

、
将

来
的

な
労

働
人

口
の

減
少

が
見

込
ま

れ
る

一
方

で
、

介
護

が
必

要
と

な
る

高
齢

者
の

増
加

が
見

込
ま

れ
、

2
0
1
5
年

に
は

1
6
7
～

1
7
6
万

人
、

2
0
2
5
年

に
は

2
3
7
～

2
4
9
万

人
の

介
護

職
員

が
必

要
と

推
計

さ
れ

て
い

る
。

○
ま

た
、

現
行

の
介

護
分

野
の

有
効

求
人

倍
率

は
、

全
産

業
と

比
較

し
て

高
い

傾
向

が
あ

り
、

今
後

も
こ

の
傾

向
が

維
持

さ
れ

る
可

能
性

が
高

い
た

め
、

引
き

続
き

安
定

的
な

人
材

確
保

が
喫

緊
の

課
題

。
○

さ
ら

に
社

会
保

障
制

度
改

革
国

民
会

議
報

告
書

に
お

い
て

も
、

地
域

包
括

ケ
ア

を
支

え
る

サ
ー

ビ
ス

の
確

保
に

は
介

護
職

員
等

の
人

材
確

保
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

。

-
-

基
準

値
目

標
値

1
介

護
職

員
数

1
3
9
.9

万
人

平
成

２
３

年
度

前
年

度
＋

6
.8

万
人

（
参

考
）
測

定
指

標

-

-

（
厚

生
労

働
省

２
６

（
Ⅶ

－
３

－
１

）

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

○

別
紙
１
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２
４

年
度

２
５

年
度

(1
)

中
央

福
祉

人
材

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

費
（
平

成
5
年

度
）

3
8
百

万
円

3
5
百

万
円

3
5
百

万
円

1
7
0
3

(2
)

福
利

厚
生

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

費
（
平

成
6
年

度
）

6
6
百

万
円

4
6
百

万
円

3
6
百

万
円

1
7
0
5

(3
)

社
会

福
祉

職
員

研
修

セ
ン

タ
ー

経
営

委
託

費
（
昭

和
5
0
年

度
）

3
6
百

万
円

3
6
百

万
円

3
6
百

万
円

1
7
1
2

(4
)

社
会

事
業

大
学

経
営

等
委

託
費

等
（
昭

和
2
1
年

度
）

3
7
8
百

万
円

3
6
9
百

万
円

4
5
0
百

万
円

1
7
1
1

(5
)

外
国

人
看

護
師

・
介

護
福

祉
士

受
入

支
援

事
業

（
平

成
1
9
年

度
）

5
6
百

万
円

5
7
百

万
円

7
0
百

万
円

-
7
1
0

(6
)

外
国

人
介

護
福

祉
士

候
補

者
学

習
支

援
事

業
（
平

成
2
2
年

度
）

1
2
1
百

万
円

1
0
8
百

万
円

1
0
0
百

万
円

-
7
1
4

(7
)

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
第

三
者

評
価

等
事

業
（
平

成
1
2
年

度
）

7
百

万
円

7
百

万
円

7
百

万
円

-
7
0
4

(8
)

社
会

福
祉

施
設

職
員

等
退

職
手

当
共

済
事

業
給

付
費

補
助

金
（
昭

和
3
6
年

度
）

2
5
0
3
1
百

万
円

2
4
9
6
7
百

万
円

2
5
0
3
0
百

万
円

1
7
0
7

(9
)

社
会

福
祉

事
業

施
設

等
貸

付
事

業
利

子
補

給
金

（
昭

和
4
0
年

度
）

5
5
3
4
百

万
円

5
9
4
6
百

万
円

5
6
2
2
百

万
円

-
7
0
8

(1
0
)

社
会

福
祉

振
興

助
成

費
補

助
金

（
平

成
2
2
年

度
）

1
8
3
5
百

万
円

1
6
8
6
百

万
円

1
3
0
0
百

万
円

-
7
1
3

学
校

法
人

日
本

社
会

福
祉

事
業

大
学

に
お

い
て

実
施

す
る

将
来

社
会

福
祉

事
業

に
従

事
す

る
者

及
び

現
に

社
会

福
祉

事
業

に
従

事
す

る
者

及
び

現
に

社
会

福
祉

事
業

に
従

事
し

て
い

る
者

に
対

す
る

養
成

・
研

修
、

社
会

福
祉

施
設

や
都

道
府

県
、

市
町

村
等

の
職

員
と

な
る

指
導

的
社

会
福

祉
事

業
者

（
社

会
福

祉
の

リ
ー

ダ
ー

）
の

養
成

に
対

し
補

助
を

行
う

。
※

社
会

福
祉

の
リ

ー
ダ

ー
（
１

）
特

養
、

障
害

者
施

設
、

児
童

施
設

等
社

会
福

祉
施

設
の

リ
ー

ダ
ー

（
２

）
自

治
体

の
社

会
福

祉
行

政
の

リ
ー

ダ
ー

（
３

）
地

域
福

祉
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
社

会
福

祉
協

議
会

や
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

職
員

）

施
設

整
備

の
た

め
に

中
央

監
視

装
置

の
更

新
を

行
う

関
連

す
る

指
標

番
号

達
成

手
段

の
概

要
等

平
成

２
６

年
度

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号

社
会

福
祉

法
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
て

い
る

中
央

福
祉

人
材

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

実
施

す
る

全
国

的
な

福
祉

人
材

情
報

シ
ス

テ
ム

の
運

営
や

、
各

都
道

府
県

福
祉

人
材

セ
ン

タ
ー

の
職

員
研

修
会

や
全

国
会

議
、

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

の
開

催
、

ま
た

福
祉

・
介

護
分

野
の

人
材

確
保

に
か

か
る

調
査

等
に

補
助

す
る

こ
と

に
よ

り
、

福
祉

・
介

護
人

材
の

確
保

に
関

す
る

ノ
ウ

ハ
ウ

の
伝

達
に

努
め

、
各

都
道

府
県

福
祉

人
材

セ
ン

タ
ー

の
業

務
を

支
援

す
る

。

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

補
正

後
予

算
額

（
執

行
額

）
２

６
年

度
当

初
予

算
額

社
会

福
祉

法
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
て

い
る

福
利

厚
生

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

実
施

す
る

小
規

模
・
零

細
事

業
者

が
単

独
で

は
実

施
で

き
な

い
生

活
習

慣
病

予
防

検
診

費
用

の
支

援
や

、
病

気
や

心
の

悩
み

に
関

す
る

健
康

相
談

、
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

や
接

遇
等

の
職

員
講

習
な

ど
の

福
利

厚
生

事
業

の
企

画
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
、

社
会

福
祉

に
関

す
る

事
業

に
従

事
す

る
人

材
の

確
保

を
推

進
す

る
。

社
会

福
祉

職
員

研
修

セ
ン

タ
ー

（
社

会
福

祉
法

人
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

中
央

福
祉

学
院

）
に

お
い

て
実

施
す

る
都

道
府

県
又

は
市

町
村

に
お

い
て

社
会

福
祉

事
業

に
従

事
す

る
職

員
、

公
立

施
設

の
施

設
長

、
社

会
福

祉
法

人
の

経
営

者
等

に
対

す
る

社
会

福
祉

主
事

と
し

て
必

要
な

基
礎

知
識

及
び

技
術

、
施

設
長

と
し

て
必

要
な

知
識

及
び

技
術

、
法

人
・
施

設
運

営
に

関
す

る
専

門
知

識
及

び
技

術
等

を
教

授
す

る
研

修
に

対
し

補
助

を
行

い
、

社
会

福
祉

事
業

従
事

者
の

確
保

と
そ

の
資

質
の

向
上

を
図

っ
て

い
る

。

公
益

社
団

法
人

国
際

厚
生

事
業

団
に

お
い

て
実

施
す

る
以

下
の

事
業

に
対

し
て

補
助

を
行

う
。

○
外

国
人

介
護

福
祉

士
候

補
者

に
対

し
、

入
国

後
、

我
が

国
国

内
の

介
護

施
設

で
就

労
・
研

修
を

行
う

に
あ

た
り

必
要

と
な

る
知

識
・
技

術
を

習
得

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
介

護
導

入
研

修
○

候
補

者
受

入
れ

施
設

対
象

に
、

候
補

者
の

労
務

管
理

及
び

施
設

内
の

研
修

状
況

に
つ

い
て

把
握

し
必

要
な

指
導

を
行

う
巡

回
訪

問
○

候
補

者
か

ら
就

労
・
研

修
に

係
る

相
談

・
苦

情
対

応
等 公

募
に

よ
っ

て
決

定
し

た
事

業
実

施
団

体
に

お
い

て
以

下
の

事
業

を
実

施
。

（
平

成
2
3
年

度
～

）
○

　
日

本
語

並
び

に
介

護
福

祉
士

と
し

て
必

要
な

専
門

知
識

や
技

術
、

日
本

の
社

会
保

障
制

度
を

学
ぶ

集
合

研
修

○
　

就
労

2
年

目
及

び
3
年

目
の

候
補

者
に

対
す

る
介

護
分

野
の

専
門

知
識

に
関

す
る

通
信

添
削

指
導

（
定

期
的

な
小

テ
ス

ト
）

○
　

介
護

福
祉

士
の

資
格

を
取

得
で

き
ず

に
帰

国
し

た
候

補
者

の
母

国
で

の
再

チ
ャ

レ
ン

ジ
支

援
（
模

擬
試

験
の

実
施

等
）
を

実
施

※
平

成
2
2
年

度
は

、
日

本
語

取
得

を
支

援
す

る
た

め
の

｢日
本

語
定

期
研

修
事

業
｣を

実
施

※
平

成
2
3
年

度
か

ら
事

業
名

を
｢外

国
人

介
護

福
祉

士
候

補
者

学
習

支
援

事
業

｣に
変

更

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
に

お
い

て
実

施
す

る
以

下
の

事
業

に
対

し
て

補
助

す
る

も
の

で
あ

る
。

１
．

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
に

評
価

事
業

者
普

及
協

議
会

を
設

置
し

、
都

道
府

県
推

進
組

織
参

画
の

も
と

、
各

都
道

府
県

毎
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

第
三

者
評

価
へ

の
取

組
状

況
等

に
関

す
る

情
報

交
換

並
び

に
事

例
発

表
等

を
行

う
。

２
．

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
に

「
福

祉
サ

ー
ビ

ス
質

の
向

上
委

員
会

」
を

設
置

し
、

第
三

者
評

価
基

準
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

に
関

す
る

検
討

を
行

う
。

３
．

都
道

府
県

推
進

組
織

が
実

施
す

る
評

価
調

査
者

養
成

研
修

に
お

け
る

指
導

講
師

を
養

成
す

る
た

め
、

評
価

調
査

者
指

導
者

研
修

会
を

開
催

す
る

。

社
会

福
祉

施
設

に
従

事
す

る
職

員
が

退
職

し
た

場
合

に
、

そ
の

職
員

に
対

し
退

職
手

当
金

を
支

給
す

る
制

度
。

社
会

福
祉

施
設

等
の

経
営

者
が

負
担

す
る

掛
金

と
国

及
び

都
道

府
県

の
補

助
金

（
そ

れ
ぞ

れ
3
分

の
1
負

担
）
を

財
源

と
し

て
、

退
職

し
た

職
員

の
共

済
期

間
等

を
勘

案
し

た
退

職
金

を
支

給
す

る
も

の
。

社
会

福
祉

施
設

や
医

療
施

設
は

、
介

護
報

酬
、

診
療

報
酬

等
の

公
定

価
格

に
依

存
し

た
低

収
益

構
造

に
あ

り
、

社
会

的
に

弱
い

居
住

者
等

を
擁

す
る

た
め

、
施

設
の

整
備

に
対

し
て

建
設

資
金

等
を

固
定

金
利

で
提

供
で

き
る

よ
う

、
金

利
変

動
に

よ
り

資
金

調
達

金
利

を
上

回
る

金
利

差
が

生
じ

た
場

合
の

不
足

相
当

額
、

借
入

金
利

息
と

貸
付

金
利

息
の

差
額

補
填

等
を

予
算

措
置

に
よ

り
補

給
し

て
い

る
も

の
。

社
会

福
祉

法
人

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

な
ど

が
行

う
事

業
に

対
し

助
成

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
①

福
祉

活
動

支
援

事
業

（
個

々
の

団
体

が
実

施
す

る
社

会
福

祉
の

振
興

に
資

す
る

創
意

工
夫

の
あ

る
事

業
）

②
地

域
連

携
活

動
支

援
事

業
（
複

数
の

団
体

が
連

携
を

図
り

、
社

会
福

祉
諸

制
度

の
対

象
外

の
ニ

ー
ズ

等
に

対
応

す
る

事
業

）
③

全
国

的
・
広

域
的

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

活
動

支
援

事
業

（
広

域
的

な
普

及
等

を
図

る
た

め
、

複
数

の
団

体
が

相
互

に
ノ

ウ
ハ

ウ
を

共
有

し
、

社
会

福
祉

の
振

興
に

資
す

る
創

意
工

夫
あ

る
事

業
）
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(1
1
)

独
立

行
政

法
人

福
祉

医
療

機
構

運
営

費
交

付
金

（
平

成
1
5
年

度
）

3
3
1
7
百

万
円

3
2
5
1
百

万
円

3
3
6
1
百

万
円

-
7
1
8

(1
2
)

地
域

福
祉

活
動

支
援

事
業

費
（
昭

和
3
1
年

度
）

9
3
百

万
円

7
9
百

万
円

1
6
6
百

万
円

-
7
0
1

(1
3
)

地
方

改
善

事
業

（
昭

和
3
5
年

度
）

4
2
7
1
百

万
円

4
2
1
4
百

万
円

4
1
5
1
百

万
円

-
7
0
6

(1
4
)

民
生

委
員

関
連

経
費

（
昭

和
2
3
年

度
）

3
.1

百
万

円
4
6
.6

百
万

円
3
.7

百
万

円
-

7
0
9

(1
5
)

地
方

改
善

施
設

整
備

費
補

助
金

（
昭

和
2
8
年

度
）

7
8
7
百

万
円

7
3
0
百

万
円

7
2
6
百

万
円

-
7
1
5

(1
6
)

就
労

系
施

設
生

産
活

動
推

進
事

業
（
昭

和
5
9
年

度
）

1
7
百

万
円

1
7
百

万
円

1
7
百

万
円

-
7
0
2

(1
7
)

社
会

福
祉

施
設

等
施

設
整

備
費

補
助

金
（
災

害
復

旧
費

含
む

）
（
昭

和
2
1
年

度
）

1
1
2
9
4
百

万
円

1
3
4
6
9
百

万
円

3
0
1
9
百

万
円

-
7
1
6

(1
8
)

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
制

度
運

営
費

（
昭

和
4
4
年

度
）

4
6
1
5
百

万
円

4
6
1
0
百

万
円

4
6
1
0
百

万
円

-
7
1
7

(1
9
)

独
立

行
政

法
人

福
祉

医
療

機
構

出
資

金
（
平

成
2
4
年

度
）

4
6
1
1
百

万
円

4
6
1
百

万
円

－
-

7
1
9

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

が
独

立
行

政
法

人
福

祉
医

療
機

構
に

対
し

、
納

付
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
過

去
の

積
立

不
足

分
及

び
年

金
給

付
に

必
要

な
費

用
の

不
足

分
の

財
政

支
援

（
特

別
調

整
費

）
に

つ
い

て
補

助
す

る
も

の
。

　
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
に

対
し

、
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

の
運

営
に

係
る

事
務

費
に

つ
い

て
補

助
す

る
も

の
。

　
対

象
　

 ：
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

を
実

施
す

る
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
　

補
助

率
：
国

１
／

２
、

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

１
／

２

本
経

費
は

①
民

生
委

員
法

に
基

づ
く
3
年

に
一

度
の

民
生

委
員

・
児

童
委

員
一

斉
改

選
や

転
居

等
の

理
由

に
よ

る
随

時
の

委
嘱

・
解

嘱
の

際
の

委
嘱

状
の

作
成

②
無

報
酬

で
日

常
的

に
住

民
の

社
会

福
祉

に
関

す
る

相
談

や
支

援
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

地
域

福
祉

の
推

進
に

努
め

て
い

る
民

生
委

員
・
児

童
委

員
に

対
す

る
大

臣
表

彰
の

際
の

功
労

賞
の

作
成

に
必

要
な

経
緯

費
で

あ
る

。

次
の

運
営

に
必

要
な

運
営

に
要

す
る

経
費

を
交

付
①

民
間

の
社

会
福

祉
施

設
及

び
医

療
施

設
等

の
整

備
等

に
係

る
資

金
の

貸
付

に
係

る
業

務
（
福

祉
医

療
貸

付
事

業
）

②
社

会
福

祉
施

設
の

設
置

者
、

病
院

等
の

開
設

者
等

に
対

し
経

営
に

係
る

経
営

診
断

・
指

導
等

を
通

じ
経

営
者

を
支

援
す

る
事

業
に

係
る

業
務

（
経

営
支

援
事

業
）

③
社

会
福

祉
振

興
事

業
を

行
う

者
に

対
し

て
助

成
を

行
う

業
務

、
社

会
福

祉
事

業
に

関
す

る
調

査
研

究
、

知
識

の
普

及
・
研

修
を

行
う

業
務

（
社

会
福

祉
振

興
助

成
事

業
）

④
福

祉
・
保

健
・
医

療
に

係
る

各
種

情
報

等
の

提
供

を
行

う
情

報
サ

ー
ビ

ス
事

業
に

係
る

業
務

（
福

祉
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
事

業
）

⑤
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
手

当
共

済
事

業
に

係
る

業
務

社
会

福
祉

法
人

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

て
い

る
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

に
お

い
て

実
施

す
る

生
活

福
祉

資
金

貸
付

制
度

の
適

正
な

運
営

の
た

め
の

体
制

整
備

、
民

生
委

員
・
児

童
委

員
に

対
す

る
日

常
生

活
に

つ
い

て
の

指
針

と
な

る
各

種
資

料
の

提
供

等
の

情
報

支
援

や
互

助
事

業
の

実
施

、
各

地
域

に
お

け
る

様
々

な
民

間
相

談
機

関
の

相
談

員
等

に
対

す
る

実
践

力
強

化
等

の
た

め
の

研
修

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
に

対
す

る
国

民
の

理
解

を
深

め
る

取
組

等
の

事
業

に
対

し
て

補
助

す
る

。
（
補

助
率

1
0
0
％

）

市
町

村
が

設
置

す
る

隣
保

館
で

実
施

す
る

、
地

域
の

拠
点

と
し

て
基

本
事

業
（
社

会
調

査
及

び
研

究
事

業
、

相
談

事
業

、
啓

発
・
広

報
活

動
事

業
、

地
域

交
流

事
業

、
周

辺
地

域
巡

回
事

業
、

地
域

福
祉

事
業

）
や

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

特
別

事
業

（
隣

保
館

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

、
地

域
交

流
促

進
事

業
、

相
談

機
能

強
化

事
業

）
に

対
し

て
補

助
を

行
う

。

社
会

福
祉

施
設

や
医

療
施

設
の

耐
震

化
等

整
備

の
推

進
を

図
る

た
め

、
独

立
行

政
法

人
福

祉
医

療
機

構
が

低
金

利
か

つ
長

期
の

貸
付

を
行

う
こ

と
に

よ
り

設
置

者
の

自
己

負
担

を
軽

減
で

き
る

よ
う

、
政

府
出

資
に

よ
り

同
機

構
の

財
政

基
盤

を
強

化
す

る
。

市
町

村
が

設
置

す
る

共
同

施
設

及
び

隣
保

館
の

整
備

に
要

す
る

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

。

●
　

発
注

者
側

（
国

・
民

間
企

業
等

）
に

対
し

、
全

国
の

就
労

系
事

業
所

の
物

品
販

売
・
役

務
提

供
の

内
容

、
連

絡
先

、
受

注
可

能
数

等
、

発
注

を
行

う
た

め
に

必
要

な
情

報
発

信
を

す
る

事
業

●
　

就
労

系
施

設
の

製
品

開
発

、
販

売
促

進
、

品
質

管
理

等
に

つ
い

て
の

指
導

・
研

修
を

実
施

す
る

事
業

●
　

就
労

系
施

設
製

品
の

販
路

の
拡

大
並

び
に

受
注

の
安

定
を

図
る

た
め

、
展

示
販

売
を

行
う

事
業

社
会

福
祉

法
人

等
が

施
設

（
障

害
者

施
設

、
保

護
施

設
等

）
を

整
備

し
よ

う
と

す
る

場
合

、
原

則
と

し
て

そ
の

整
備

費
の

２
分

の
１

を
補

助
し

、
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

に
お

い
て

は
、

施
設

設
置

者
に

対
し

て
整

備
費

の
４

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

を
補

助
す

る
。

（
補

助
率

：
1
/
2
）
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